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1． スマートモビリティプラットフォームの全体像とサブ課題の位置づけ 

以下、ＳＩＰ第３期で取り組む研究開発課題「スマートモビリティプラットフォームの構築」を、「本

課題」、本コンソを「IBS コンソ」という。 

1.1 本課題の目的 

本課題では、都市空間やモビリティ・サービスのあるべき姿として、「自由に自立して安全・快適

に環境・他人・まちに優しく皆が、モノが、サービスが移動できるモビリティディバイドのない社会」

の実現を目指す。 

 

1.2 研究開発の概要 

本課題では、５つのサブ課題を設定し、全体ビジョンの実現に向けた研究開発に取り組む。サ

ブ課題Ⅰは移動サービスの維持・確保、サブ課題Ⅱは人・車・モノの流れの適正化、サブ課題Ⅲ

は交通安全の確保、サブ課題Ⅳはデータの連携・活用、サブ課題Ⅴは国際レベルでのベンチマ

ークや海外展開に係る課題解決に、それぞれ取り組むものである。 

サブ課題間の関係性に関して、サブ課題Ⅰではモデル地域をフィールドとして、モビリティ・サー

ビスのリ･デザインの実践を通じて全国展開を見据えた指針づくりを行い、サブ課題Ⅱではそれを

支えるソフトインフラとして、デジタルサンドボックスや社会的受容性、マーケットデザインを開発・

研究する。サブ課題Ⅲでは、モビリティ・サービスの安全安心を向上させる技術の開発等を進め、

サブ課題Ⅳはこれらを支えるインフラ・データ連携基盤を構築する。併せてサブ課題Ⅴではスター

トアップ支援や国際的視点から見た研究開発の照査等を目的とし、国際連携の強化を図る。これ

らのサブ課題で相互に連携を図り、研究開発を戦略的に進めることとする。 

 

図 本サブ及び IBS コンソ課題の位置づけ 

●利便性が高く、持続可能なモビリティ・

サービスが提供される社会

◆まちづくりと移動サービスが連携された

社会

■物流システム全体を組み込んだ物流

MaaSサービスが提供される社会

【移動サービスの維持・確保】

・地方のモビリティ・サービスの存続危機

・地域公共交通を支援するビジネスモデル

や諸制度が硬直、連携不足

【交通安全の確保】

・重大事故の発生

・高齢者などの移動性低下

【データの連携・活用】

・実用的なデータ連携基盤の不足

・未成熟なデータコミュニティ

【人・車・モノの流れの適正化】

・生活道路への通過交通による事故発生、

賑わいの喪失、コミュニティ衰退

・物流業界の人依存と持続可能性低下

◆安全・安心・快適で多様なコミュニティ

が形成される社会

【全体ビジョン】 ★自由に自立して安全・快適に環境・人・まちに優しく、皆が、モノが、サービスが移動できるモビリティディバイドのない社会

人口減少 少子高齢化 DX技術の進展

社会環境の変化

ビジョンに対する社会課題

サブ課題Ⅳ

サブ課題Ⅴ

サブ課題Ⅰ

サブ課題Ⅱ サブ課題Ⅲ
ソフトインフラ・法制度
(デジタルサンドボックス、
社会的価値評価、物流効率化)

ピュア技術
(V2X、センサー、車両)

サブ課題Ⅰ～Ⅲを

支えるデータ連携基盤

モビリティ・サービス
への活用

賑わい空間・街路の
評価（例：宮崎）

LIPT、モビリティ知恵袋(仮)

法制度改正提言、
マーケットデザイン
（補助制度等）

インフラや車両への実装、
海外展開

海外
カウンターパート

国際的周知・新興国での先行実装
フィードバック・スタートアップ支援、
IABを通した照査・レビュー

生活道路での安全を提供

フィールドでの実践、
横展開のための指針
(社会実装、コミュニティ形成)

サブ課題Ⅰ共通部分 
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2． サブ課題Ⅰが目指すビジョンと推進のための戦略及びロードマップ 

2.1 サブ課題Ⅰのビジョン 

本課題の全体ビジョンの実現に資するため、サブ課題Ⅰとしてブレイクダウンしたビジョン（下記

①②）を掲げ、その実現に必要な研究開発テーマ（計画理論、輸送技術、評価手法、能力開発）を

設定し、テーマ間で相互に連携しながら取り組む。 

① 安全で自立的な移動を実現し、地域の課題解決に資するモビリティ・サービスの提供 

② モビリティディバイドのない、持続可能で賑わいのある地域づくりへの貢献 

 

 

図 サブ課題Ⅰのビジョンと IBS コンソの位置づけ 

 

2.2 サブ課題Ⅰの研究開発の概要 

サブ課題Ⅰで取り組む研究開発の概要を下表に示す。 

 

表 サブ課題Ⅰの研究開発テーマ 

研究開発テーマ 実施内容 

【計画理論/評価手法】 

実践的なモビリティ・サ

ービスのリ・デザイン 

地域での実証(他テーマ含む)を通して、地域モビリティ・サービスのリ

・デザインを地域が実践していくための計画指針を作成・出版する。

地域モビリティ資源の実情把握手法を開発し、社会実践していく上で

の障壁を明らかにし、それらを乗り越えたチップスと合わせて公表す

る。また、地域自らのモビリティ・サービスの実情をファクトベースに

確認できる自動診断システムを開発・公開し、地域自らがモビリティ・

サービスのリ・デザインを実践、持続していくための次世代の計画技

術体系を開発する。 

【能力開発】 

ナラティブで編まれる

地域交通コミュニティ形

知恵と物語を活かした地域モビリティ人材の育成とコミュニティの形

成を実施する。 

活動

目的地

モビリティハブ

【低密度地域】【地方都心中心部 / 大都市郊外】

細街路 / 生活道路
幹線道路

駅

バス停

モビリティハブ

小量乗合

（DRT）

（DRT/路線）

自家用車有償

小量乗合

タクシー相乗り

シェアリングサービス

みちの安全と賑わい

★誰もが徒歩５分以内で公共交通にアクセス★誰もが安心・安全にゆっくり歩ける空間

リ・デザイン計画指針

モビリティ資源把握

標準型自動運転車両

公共交通優先制御

アクセシビリティ指標

人材育成プログラム

社会受容性評価指標

コミュニティ形成手法

資源総動員チップス

実践ナレッジ・物語

実装

運営

評価

開発

実践

(実験)

診断

戦略

計画

【リ・デザインのプロセス】

ビジョニングとバリデーションの

強化・実質化等

地域モビリティ資源ダッシュボード

まちぐるみシミュレータ

デジタルツインサンドボックス

サブ課題Ⅰ共通部分 
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研究開発テーマ 実施内容 

成と人材育成プログラ

ムの研究開発 

 

【評価手法/輸送技術】 

先進的モビリティ・シス

テムを活用したスマー

ト・ディストリクトの構築 

モビリティハブ対応型 MaaS、地区内自動運転サービス、地区内侵入

車マネジメントなどの先進的モビリティ・システムを活用して、便利で

手軽な地区内モビリティ・サービスや自動車に脅かされない安心安

全な地区内道路環境を確保した「スマート・ディストリクト」を構築し、

持続可能な地域づくりに貢献する。 

【評価手法/輸送技術】 

交流の場が集積する

新モビリティ指向型都

市の開発〜モビリティ・

サービスのリ・デザイン

による 15 分都市の実

現〜 

地域のモビリティ資源を統合し、人々の交流を表現するシミュレーシ

ョンモデルをコアに、新しいモビリティ手段を活用するためのデジタル

ツインサンドボックスを構築する。これにより、公共交通優先インフラ

協調システムや自動運転技術を含む様々なモビリティ・システムの導

入効果や経済性を検証し、法制度や運用ルールの整備を促進と将

来像の共有化による住民の合意形成を支援するプラットフォームとし

て交流が集積するモビリティ指向型都市開発（MOD）の実現を目指

す。 

 

2.3 サブ課題Ⅰ全体の戦略 

サブ課題Ⅰ全体に関する研究は戦略的に進めることとし、まずは 2025 年度のステージゲート

までを「検証フェーズ」として、モデル地域における研究開発成果の実質的な貢献の検証を行う。

その後、SIP が終了する 2027 年度までを「共有・共進化フェーズ」とし、各コンソの成果の相互共

有を通じて、各モデル地域におけるモビリティ・サービスの質や持続力を向上させ、さらに SIP 終

了後を「拡大・展開フェーズ」として、プラットフォームの拡大とともに SIP の成果が他地域で活用さ

れている状況を目指す。なお研究の進展状況については、モビリティ・サービスの成熟度レベル

（XRL）で確認を行う。 

 

図 サブ課題Ⅰの全体戦略と IBS コンソの位置づけ 

ステージゲート

(FY25)

SIP 終了時

(FY27)

SIP 終了後

(FY28 以降)

各モデル地域において

研究開発成果の

実質的な貢献を検証

プラットフォームを介して

各コンソの成果が相互に共有され、

各モデル地域における

モビリティ・サービスの質や持続力が向上

プラットフォームの拡大とともに

SIP の成果が他地域で活用され、

持続可能なモビリティ・サービスの

リ・デザインが面的に進展

【検証フェーズ】

【共有・共進化フェーズ】

【拡大・展開フェーズ】

地域交通のリ・デザイン

における人材育成と

コミュニティ形成の実践

モビリティハブを核とした

モビリティ・サービスの高度化

および評価指標の開発

高質空間の創出と

評価手法の構築および

計画論の体系化

サンドボックスを活用した

まちづくりにおける

協働と合意形成

（宮崎市）

（西尾市） （十和田市）

（東広島市）

モ
ビ
リ
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
成
熟
度

（X
R

L

）

サブ課題Ⅰ共通部分 
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2.4 サブ課題Ⅰ全体のロードマップ 

サブ課題Ⅰにおける研究開発成果の社会実装に向けては、下図に示すロードマップに基づき

取り組みを進めることとする。 

 

図 IBS コンソの全体ロードマップ 

 

SIP 期間中の達成目標は以下の通りとする。 

 1 年目 ：SIP 期間内における創出成果目標の明確化とそのための研究開発計画を具体化し、現

況診断手法の開発、モビリティ資源総動員先進事例調査やチップスの収集とそれらの

ナラティブ化、ナレッジセンター設立準備、必要な制度改正等の課題の整理をもとに政

策実施フレームと計画・評価プロセスの再整理を進める。 

 2 年目 ：1 年目の成果に基づき、必要な制度改正等のための体制準備、政策実施フレームおよ

び計画・評価プロセスのリ・デザインプランのドラフトを作成し、それらを反映したモビリ

ティ・サービス等の実証実験の企画と準備、人材育成推進のための諸課題の調整準

備を完了する。 

 3 年目 ：先行して社会実装を目指す地域において、モビリティ・サービス等の実証実験の実施

と評価をアジャイルに進める。あわせて必要な制度改正等のための調整を進めるとと

もに人材育成推進の道筋を明らかにする。 

 4 年目 ：3 年目の実証実験フィールドで施策の改良を重ね、少なくとも必要最小機能（MVP）で

の社会実装を実現する。必要な制度改正等のための関係者間合意形成を推進すると

ともに、人材育成に関する必要な調整を継続し、持続的な仕組みとするための準備を

完了する。 

 5 年目 ：4 年目に社会実装されたサービスの高質化・充実化を図り、その持続可能性を高める

とともに、他地域への展開準備を完了する。必要な制度改正等のための関係者間合

意形成を完了させ、改正への道筋を確定させる。人材育成については、持続的な仕組

みが機能しはじめている。 

＜先行社会実装先＞ ＜アウトカム＞FY27末（終了時）FY24（2 年目）サブテーマ

⚫宮崎県

⚫宮崎市

⚫NTT都市開発㈱

⚫倉吉市

RD計画指針と評価手

法に基づき、安全で賑わ

いのある移動空間づくり

が他都市に拡大

⚫ RD計画指針骨子

⚫現況診断プロトタイプ

⚫障壁＆TIPS 収集

実践的なモビリティ・

サービスのリ・デザイン

(RD)

⚫愛知県

⚫西尾市

⚫名古屋鉄道㈱

モビリティハブを核にモビ

リティ・サービスの質と持

続力を向上させる手法

が各地に展開

⚫スマートモビリティハブ

⚫スマートチケッティング

⚫ LIPT-sim (DRT等対応)

⚫モビリティハブの建設

⚫チケッティングスキーム

⚫ LIPT-sim※2

(既存指標対応)

先進的モビリティシステ

ムを活用したスマート・

ディストリクトの構築

⚫広島県

⚫広島県警

⚫東広島市

⚫ JR 西日本㈱

高質な公共交通サービス

を軸とした包摂的なまち

づくり手法が各地に展開

⚫ まちぐるみSIMの運用

⚫地域モビリティ診断ガイドライ

ン運用

⚫ M-DTSBよる政策評価

⚫ インフラ協調技術実装

⚫ MODコミュニティ形成

⚫活動・交通シミュレータ

開発

⚫地域モビリティ資源ダッ

シュボード(DB)開発

⚫ インフラ協調技術実験

交流の場が集積する新

モビリティ指向型都市

の開発

⚫青森県、十和田市

⚫ニセコ・倶知安町

ナレッジのエコシステムが

機能し、モビリティ・サービ

スのリ・デザインを推進す

る持続可能なコミュニティ

が各地で進展

⚫人材育成 PG

⚫神田メソッド

⚫モビリティ知恵袋(仮)

(JMDS 連携版)

⚫ 人材育成プログラム(PG)

の設計

⚫ 神田メソッド※1体系化

⚫ モビリティ知恵袋(仮)-版

ナラティブで編まれる地

域交通コミュニティ形成

と人材育成プログラム

【IBS コンソ】

【名古屋大コンソ】

【広島大コンソ】

【筑波大コンソ】

⚫モビリティハブの検証

⚫チケッティングの検証

⚫ LIPT-sim (LIPT対応)

⚫ まちぐるみ SIM-版

⚫地域モビリティ資源DB

⚫ MODデジタルツインサンド

ボックス (M-DTSB)ーβ版

⚫ インフラ協調技術検証

⚫ MOD人材育成

⚫人材育成 PG の検証

⚫神田メソッドの検証

⚫モビリティ知恵袋(仮)

(独立Webサイト版)

FY25（中間時）

＜アウトプット＞

※1実践型コミュニティ育成手法

共同調査 素材提供 素材提供 モビリティ知恵袋（仮）の活用

事例提供

MODデジタルツインSBの活用

LIPT-simの実行環境は JMDS の デジタル・サンドボックス（DSB）上に構築

神田メソッドの活用

DB と LIPT-simの連携

※2 LIPT は公共交通による都市機能へのアクセシビリティ指標、

※2 LIPT-sim はその算出ツール名

MODデジタルツインSB

と LIPT の連携
DB と LIPT-simの連携

⚫ RD計画指針

⚫賑わい空間評価手法

⚫障壁＆ TIPS 集

⚫ RD計画指針素案

⚫障壁＆TIPS 集素案

⚫賑わい移動空間が

数都市で実装

TIPS活用

サブ課題Ⅰ共通部分 
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なお、3 年目終了段階で、実証実験の実施と評価を通して、必要な制度改正等の内容および計

画・評価プロセスの再構築についての有効性を確認するとともに、社会実装に向けて実現性が高

いものについて、リソースの重点化と社会実装への準備の加速化を実施する。 

また SIP 終了後の事業戦略（エグジット戦略）について、ケーススタディ地域における社会実装

の実践や人材およびコミュニティ育成の実践を中核とし、そこでの取り組み経過や成果を、国や自

治体、民間企業等の計画・施策にフィードバックする。さらに、リ・デザインに関する国内外の事例

調査結果をもとに、モビリティディバイドのない社会の実現と持続に向けた、シミュレータやダッシ

ュボード、モビリティハブ等の活用方策を含むガイドブックの作成、必要な制度改正の提言と準備

作業、人材育成をより強化する方法論等の取りまとめを行い、データやナレッジ、デジタルツール

等の連携が可能なプラット_フォームを最大限に活用しながら、それらの知見を本課題外のフィー

ルドに広く展開する。 

 

  

サブ課題Ⅰ共通部分 
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3． 研究開発成果 

3.1 研究開発概要 

3.1.1 背景目的 

「自由に自立して安全・快適に環境・他人・まちに優しく皆が、モノが、サービスが移動できる

モビリティディバイドのない社会」の実現に向け、地域の状況や潜在力にあわせた使い勝手の

よい様々なモビリティ・サービスが提供され、適切に利用されることが重要である。そのために

は、モビリティ・サービスのリ・デザイン、すなわち、政策実施の枠組み、計画・評価プロセス、

サービス運用体系等の再構築が重要である。その実現に向け、現況診断、障壁分析、資源総

動員、先進事例分析、それらに基づいた必要な制度改正等を含む政策実施フレームと計画・

評価プロセスの再整理・再構築、さまざまな場面での戦術的実証実験と評価を通じた社会実

装の実現、および人材育成を含めた持続化への取り組みが不可欠である。 

本研究開発では、日本全国でモビリティ・サービスのリ・デザインを適切かつ効果的に進め

られるよう、主導的な役割を担う自治体担当者が参考とできる「モビリティ・サービスのリ・デザ

イン・レポート（計画指針）」を体系的に作成し、公表する。作成にあたり、実フィールドでの実態

調査を通した地域モビリティ資源の実情把握手法の確立、地域モビリティ資源の実態を地方

自治体等が自ら確認できるダッシュボードの開発、総動員に取り組む国内外のチップスの取り

まとめ、日本発のモビリティ・リ・デザインの評価指標の開発を行うとともに、タクティカルなモビ

リティ・サービスのリ・デザインの実践を行う。 

 

図 IBS コンソの研究課題テーマ 

（調査論、分析論、政策論、評価論を踏まえた計画指針の作成） 

  

1

気候危機への対応

事故の無い社会の実現

公正な社会、
移動格差の是正

多様な選択、社会参加
の機会創出

モビリティ総動員を支える
基盤づくり

知の循環社会形成
（ナレッジループ）

モビリティ分野を取り巻く
障壁の打破

モビリティ分野の
人材育成

モビリティ分野の喫緊課題 社会課題への対応

調査論：研究課題１、地域モビリティ
資源実情把握手法の開発

研究課題６

実 践
研究課題3(チップス)

国際連携

制度、ルール、慣習、運用改善の提案

＋他コンソ知見 ＋他コンソ知見

分析論：研究課題２，地域モビリティ
診断ガイドラインの開発

政策論：モビリティ・サービスのリ・
デザインのシミュレーションの開発

評価論：モビリティ・サービスのリ・
評価指標（KPI)の開発

研究課題４

モビリティ・サービスのリ・デザインの計画指針

：本コンソ対象テーマ
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3.1.2 研究開発の全体概要 

本研究開発の全体概要を以下に示す。 

①地域モビリティ資源の実情把握 

地域には、鉄軌道、バス、自動車に加え、スクールバス、福祉輸送、民間送迎など、多様な

モビリティ資源が存在する。しかし、これらの実態を把握する体系的な手法は確立されておら

ず、活用を試みる際には法制度、ルール、慣習などの多様な障壁等が存在する。モビリティ資

源を適材適所で活用できる社会を目指すには、実態を適切に把握する手法の確立と活用時に

直面する障壁の明確化が不可欠である。 

そこで、地域のモビリティ資源と、それを活用した旅客輸送、貨物輸送の現状を土台に、国

内外の新技術を組み込んだ国内外の先進的な取り組みについて、実証実験の実施から社会

実装に至るまで、法制度、ルール、慣習を中心に、障壁を明らかにする。あわせて、内外の先

進的な取り組みを詳細に分析し、既存の障壁を克服するための課題を明らかにする。最終的

にはモビリティ資源の実態把握の方法論が整理・公開され、SIP 終了後の実態把握活動に活

用されるようにする。 

 

②地域モビリティ診断ガイドラインの作成とモビリティ・サービスのリ・デザイン・シミュレーション

モデルの開発 

自治体担当者が計画策定主体として、①で確立されたモビリティ資源の実態把握手法を活

用し、地域のモビリティ資源を把握するとともに、政策目標の実現に向けてリ・デザインが進め

られるようにすることが求められる。そのためには、自治体担当者が診断方法等のノウハウを

取得できるようにする必要がある。 

そこで、地域におけるモビリティ診断を容易に行えるツールとして、地域診断のためのダッシ

ュボードを開発し、併せて診断方法に関するガイドラインを作成する。最終的には、ガイドライ

ンを全国に展開し、実証実験事例における成果創出の促進を目指す。 

 

③地域創生に資する総動員チップス（ヒント集）の作成 

モビリティ・サービスの導入や普及に関して、調査等で指摘された障壁や課題の多くは、先

行事例において克服されている場合が少なくない。しかし、こうした情報は多様な種類や形態

があり、情報量も膨大であるため、効果的な情報流通の仕組みが整備されていない。 

そこで、障壁を乗り越えるための具体的なヒントを集約したチップス（ヒント集）を刊行し、各

地で参照可能なモビリティ知恵袋（仮）として公開する。これにより、自治体や関係者等による

取り組みの改善や高度化を促進する。また、チップスの年次更新体制を確立し、SIP 終了後も

財源の工夫も含め、エコシステムとして、持続的に更新できる仕組みを目指す。 

 

④モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポート（計画指針）の作成と日本発リ・デザイン指標の

開発 



8 

①～③の研究成果を、各地域におけるモビリティ・サービスのリ・デザインに活かし、地域の

課題解決や価値創造を促進するために、自治体担当者を主な対象とした「モビリティ・サービ

スのリ・デザイン・レポート（計画指針）」を作成し、公表する。 

計画指針は、実態把握、障壁分析、診断検証、チップス等との連携を図りながら作成する。

また、指針の策定作業は２年目に集中的に行い、ドラフトとして整理するとともに、３年目まで

にレポートの骨格を確立することを目標とする。 

 

⑥タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践 

地域へのモビリティ・サービスの実装にあたっては、地域の課題解決や採算性のみならず、

社会的受容性の確保が重要である。社会的受容性を高めるためには、仮説を設定し、試行と

改善を繰り返す「タクティカル」なアプローチが不可欠である。 

そこで、モデル都市においてモビリティ・サービスを活用した地域の課題解決や価値創造を

目指すタクティカルな取り組みを実施し、モビリティ資源の実情把握等の手法、チップス集等で

得られた知見、取り組み等に対する定量的評価手法等の適用を試みる。これらのタクティカル

な取り組みを通じて、リ・デザインの方法論の体系化に向けた重要な知見を収集し、各検討プ

ロセスにフィードバックを行う。最終的には、実務への適用性が高い手法の確立を目指す。 

 

3.1.3 工程表 

本研究開発の工程表を以下に示す。 

 

表 IBS コンソの工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

研究課題 研究開発課題 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

１）モデル地域選定とモビリティ資源の実情把握

２）地域モビリティ資源の実態把握ガイドラインの作成

３）モビリティ資源把握自動化技術のサンプル実装

１）調査方針立案と継続的実施の枠組みの検討

２）事例収集（ヒアリング調査含む）と障壁整理

３）とりまとめ・報告書作成

１）地域モビリティ診断に関する調査手法の検討

２）ダッシュボードの開発

３）モデル都市におけるケーススタディの実施

４）地域モビリティ診断ガイドラインの作成

１）チップスの計測刊行のための土台と仕組みづくりの検討

２）事例収集

３）中間とりまとめの作成

４）最終とりまとめの作成

１）チップスの計測刊行のための土台と仕組みづくりの検討

２）事例収集

３）中間とりまとめの作成

４）最終とりまとめの作成

１）レポートの骨格構成の検討

２）計画指針の骨子作成

３）計画指針の素案の作成

４）計画指針のとりまとめ

１）ユースケース地区の実証を通した効果・課題の把握

２）制度課題、実装課題の把握と対応策の検討

３）周知・機運醸成

４）タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザイン実証についての学びの場の構築

研究課題１：地域モビリティ資源の実情把握

１．地域モビリティ資源の実態把握

研究課題６：タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践

研究課題４：地域モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポート

　（計画指針）の作成と日本発リ・デザイン指標の開発

２．海外事例

研究課題３：地域創生に資する総動員チップ（ヒント集）の作成

１．国内事例

研究課題２：地域モビリティ診断ガイドラインの作成と

　　モビリティ・サービスのリ・デザイン・シミュレーションモデルの開発

１．地域モビリティ診断ガイドラインの作成

２．スマート・モビリティ・サービスの障壁調査
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3.1.4 実施体制 

本研究開発の実施体制を以下に示す。 

 

テーマ 代表法人 編成法人 

実践的なモビリティ・サービス

のリ・デザイン 

一般財団法人計量計画研究所

（ＩＢＳ） 

一般財団法人計量計画研究所 

八千代エンジニヤリング株式会社 

一般財団法人運輸総合研究所 

公益社団法人日本交通計画協会 

 

図 IBS コンソの実施体制 

 

3.1.5 目標設定 

本研究開発の目標設定を以下に示す。 

 

 研究課題１ ：地域モビリティ資源の実情把握 

 地域のモビリティ資源、それを用いた旅客輸送、貨物輸送についての現状の理解を土台

に、新技術を組み込んだ国内外の取り組みについて、実証実験の実施から社会実装に

至るまで、法制度、ルール、慣習を中心に、どのような障壁が存在しているのか明らかに

する。 

 あわせて、内外の先進的な取り組みを詳細に分析し、それらの障壁を乗り越えるための

課題を明らかにする。 

 最終的には実態把握の方法論が整理・公開され、SIP 終了後の実態把握活動に活用さ

れるようにする。 
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 研究課題 2 ：地域モビリティ診断ガイドラインの作成とモビリティ・サービスのリ・デザイン・シ

ミュレーションモデルの開発 

 研究課題１で確立された実態把握手法によって地域のモビリティ資源を整理し、その活用

可能性を関係者で共有できるようにするとともに、公共交通の再定義に基づいて診断や

検証の対象も明確にする。 

 新技術を取り入れた新しいモビリティ・サービスの取り組みを診断するガイドラインを作成

し、適用することで、成果が発現できていない要因の構造を的確に診断できるようにする。 

 その診断結果に基づき、モビリティ資源の活用可能性を踏まえた改善方法が提案される

ようにする。 

 最終的にはガイドラインが国内各地に展開され、実証実験事例での成果発現状況が改

善されることを目指す。 

 

 研究課題 3 ：地域創生に資する総動員チップス（ヒント集）の作成 

 地域モビリティ資源を総動員して、これまで指摘されていたような障壁やさまざまな課題を

克服するためのチップス（ヒント集）を刊行し、これが各地で参照されることにより、取り組

みの改善や高度化を進展させる。 

 チップスが年次更新される仕組みを確立し、SIP 終了後も、財源の工夫も含め、エコシス

テムとして、チップスの更新が継続することを目指す。 

 

 研究課題 4 ：地域モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポート（計画指針）の作成と日本発

リ・デザイン指標の開発 

 実態把握、障壁分析、診断検証、ヒント集刊行等と連携したモビリティ・サービスのリ・デ

ザイン・レポート（計画指針）を刊行する。刊行される計画指針が地域で活用されることに

より、地域でのモビリティ課題への取り組みが活性化し、地域の課題解決や価値創造に

寄与する。 

 指針の刊行に向けた作業は２年目に集中的に行い、３年目までにレポートの骨格につい

て目途をつけることを目指す。 

 

 研究課題 6 ：タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践 

 モデル都市における実証実験のユースケース調査の成果に基づいて、サブ課題Ⅰの全

体戦略の肉付けが進み、各都市における実証実験の成果がその都市の課題解決や価

値創造に繋がっていく流れを実装する。 

 特定の技術ではなく、リ・デザイン全体を対象とした社会的受容性についての検討が進み、

社会的受容の推進戦略が確立されることを目指す。 
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3.2 研究開発のロードマップ 

 

図 研究開発のロードマップ 

 

表 社会実装に向けた５つの成熟度レベル 

 

 

  

アウトカム
SIP 終了時点

（FY27 末）

FY24

（2年目）

SIP 中間時点

（FY25 末）

研究開発テーマ

テーマ①

テーマ②

テーマ④

テーマ⑥

テーマ③

先行ユーザー

（ステージゲート通過時点）

エビデンスベースドな移動

サービス設計、社会実装

へ

モビリティ診断ダッシュ

ボードのプロトタイプの

開発

モビリティ診断ダッ

シュボード（全国

版）の運用開始

モビリティ診断ダッ

シュボードの試験運

用開始

モビリティ診断ガイド

ラインの作成
山形市

チップスのエコシステム形

成へ

総動員チップス集の収

集、順次公開

総動員チップス集を

活用した実践例

（SIP他コンソへ）

総動員チップス集

（国内、国外）の公

開

地域創生に資する総

動員チップス（ヒント

集）の作成

内閣府SIPのコンソ関係者

内閣府SIP参加関係省庁

スマートモビリティ・サービス

とデジタル化を包含した

計画論、実践論の普及

計画指針骨子の作成

とHINT内周知
計画指針の出版

計画指針（ドラフ

ト）の公表

モビリティ・サービスのリ・

デザイン・レポート（計画

指針）の作成と日本発

リ・デザイン指標の開発

内閣府SIPのコンソ関係者

内閣府SIP参加関係省庁

人と多様なモビリティが

共生する安全で心ときめ

くゆっくりを軸としたまちの

形成

県庁所在都市（中心市

街地）、歴史的保存地

区での実証、標準指標の

計測

グリスロ協議会の設立

出会いの空間の実

装（全国初）
出会いの空間の標

準技術指針の作成

タクティカル・モビリ

ティ・サービスのリ・デ

ザインの実践

宮崎市、倉吉市

（中心市街地）

移動サービス（量、質）

可視化市場の形成

移動障壁の解消

移動サービス全体像

（量、質）の可視化

技術の検証

移動サービス可視化

の標準技術指針の

公表

AI活用による移動

サービス自動計測技

術の開発

モビリティ資源の実情

把握

宮崎市

（中心市街地）

➢ TRL4・BRL4・GRL3・SRL4 ➢ TRL5・BRL5・GRL4・SRL5 ➢ TRL6・BRL6・GRL5・SRL6

➢ TRL 5・BRL4・GRL3・SRL4 ➢ TRL 6・BRL5・GRL4・SRL5 ➢ TRL 7・BRL6・GRL5・SRL6

➢ TRL3・BRL4・GRL3・SRL3 ➢ TRL4・BRL4・GRL3・SRL4 ➢ TRL5・BRL5・GRL4・SRL5

➢ TRL6・BRL4・GRL4・SRL4 ➢ TRL6・BRL4・GRL4・SRL4 ➢ TRL7・BRL5・GRL5・SRL5

➢ BRL４ ➢ BRL6 ➢ BRL7
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3.3 過年度までの主な成果 

3.3.1 地域モビリティ資源の実情把握 

初年度は、交通問題が顕在化している愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンをケーススタ

ディとして、地域モビリティ資源の実情把握の枠組み及び技術検証に取り組んだ。具体的には、

モビリティ・サービスを「ヒト（旅客）」、「モノ（貨物）」、「サービス」の 3 要素に分類し、さらに構成

する資源として「人材の物量」、「車庫や基地の把握」、「車両の物量」、「システム」、「エネルギ

ー供給」、「財源」の視点を整理した。また、多種多様なモビリティ資源を把握する方法として、AI

画像認識によるナンバープレート読み取りのシステムのプロトタイプ（TRAVIC60cmβ 版）を開

発し、高蔵寺ニュータウンの 6 地点 11 断面において平休別にテストデータを収集・検証した。 

読取り精度は概ね 90％以上と高精度を実現したが、交差点付近では右左折挙動により車両

の認識精度が低下する課題などが明らかになった。また、車両のトラッキング（追跡処理）を行

う関係で、解析の処理速度が遅いことも課題として明らかになった。 

 

3.3.2 スマート・モビリティ・サービスの障壁調査 

スマート・モビリティ・サービスを社会実装していく上で障壁となる法制度・慣習上の課題につ

いて、官民共創、事業者間連携、分野間連携、その他（デジタル化等個別技術）の４つの視点

から、先進的な取り組みを行う企業、自治体、学識者、団体等をヒアリング先として選定した。 

初年度は、特に「AI オンデマンド交通」、「共創事業」の観点から国内事業者を対象に 3 件の

ヒアリングを実施し、事業者目線での課題を明らかにした。 

具体的な障壁として、AI オンデマンド交通については「実証実験の手続きの負担や道路運送

法 21 条（実証実験）を適用した場合の実証期間の上限」、共創事業については、路線バスを活

用した移動販売の取り組みについて「路線上での販売や営業条件等の交通を妨げない範囲で

の規制緩和の検討が必要」等が明らかとなった。障壁の体系整理に向け、ヒアリングで明らか

になった障壁を海外の先行事例と合わせて整理する形式で取りまとめた。 

 

3.3.3 地域モビリティ診断ガイドラインの調査・モビリティ・サービスのリ・デザインレポート（計画

指針）の作成と日本初リ・デザイン指標の開発 

欧米における都市交通計画の最新動向の把握、計画における指標活用の実態、新しいモ

ビリティ・サービスの導入等に関して、ガイドライン等の文献及びウェブの網羅的レビュー調査

を実施し、都市交通計画に関する我が国の実態のベンチマーキングを行うとともに、我が国に

おいてリ・デザインを進めるための方法論を検討するための情報整理を行った。調査の結果、

欧米では、10 年以上にわたり指標（データ）に基づいた交通計画と実践が交通政策の枠組み

として発展し、実践が進んでおり、パフォーマンスベースの計画や施策立案が着実に根付いて

いる状況を明らかにした。また、計画をモニタリングする指標に関して、海外では政策目標に

対応した指標が設定されているのに対して、我が国で近年取り組みが進められている地域公

共交通計画の手引きにおいては、政策目標の観点からの指標は選択指標として任意で設定
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する指標に位置づけられている点、計画策定のフレームワークの違い等を明らかにした。 

 

3.3.4 地域創生に資する総動員チップスの作成 

(1) 総動員チップス（国内）調査 

国内事例について、既往文献、学識経験者の意見等から、ヒアリング対象の企業を選定し、

各事業でのチップスや障壁の視点として、想定される取り組み、法律や規則、慣習等を検討し

たリストを作成した。各事業の取り組みについて、デスクトップ調査により企業や担当者に質問

した事項のヒアリングシートを作成し、ヒアリングを実施して体系的整理を進めた。 

ヒアリングを通して、モビリティ・サービスの実現・継続には担当者の強い意思が重要である

こと、また、共創事業では、遠い将来における間接的なリターンがあることを事業者・自治体側

が想定できるかが鍵であること等が明らかになった。 

 

(2) 総動員チップス（海外）調査 

モビリティ・サービスのリ・デザインに取り組む海外都市の先進事例について、文献レビュー

および現地調査（フランス、ドイツ、米国）を実施し、チップスとしての知見を得た。欧州では、気

候危機、安全性、米国は安全性・公正性が政府の重要な政策目標となっており、国家が先導

して巨額の交通分野への投資を実践しており、その中で計画指針（ガイドライン）が大きな役割

を担っている（欧州では４５０都市圏で実践中）ことが明らかとなった。また、欧米ともにスマー

ト・モビリティ・サービスが研究開発段階から社会実装の段階を迎えており、地域交通のデー

タ・ガバナンスが実践段階に入っており、人材育成と両輪でデータ・ドリブンな都市交通経営が

実践され始めていることを明らかにした。 

 

3.3.5 タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践 

初年度として、ユースケース地区（鳥取県倉吉市白壁土蔵群地区）での実証実験などを通じ

て、①ゾーン２０設定効果と課題 、②低速モビリティ（低速車両）の導入効果と課題、③マネジ

メント：心ときめくまちづくり効果と課題、について仮説を設定し整理した。またそれらを通じて、

社会実装に向け他障壁を明らかにした。 

実証実験では、時速 20km 未満の低速走行を一般ドライバーに呼びかけるツールとして、現

行法令の範囲内で準備できる「標識」と「看板」を設置した。しかしながら、実験前後で十分な

速度低下には至らず、標識や看板の設置だけでは一般ドライバーによる速度抑制の認識効果

が限定的だった。 

ユースケースを通じて確認された障壁は、標識や看板以外の速度の抑制を促すことのでき

るツールとして、例えばプランター等のデバイスの道路占用が認められていないことがわかっ

た。さらに、今回の社会実験は伝統的建造物群保存地区における実施だったため、設置でき

た標識や看板についても、既存の景観条例との兼ね合いで設置個所やデザインに係る厳しい

規制があることが調整の過程で判明した。このため、一般ドライバーにわかりやすい場所での
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設置や、視認性の高いデザイン設計が行えず、合意形成上の課題が生じることが明らかにな

った。 

 

3.4 今年度の研究開発成果 

3.4.1 地域モビリティ資源の実情把握 

(1) ＡＩ画像認識による歩車共存空間の交通実態把握システムの開発 

昨年度のモビリティ資源の体系化の成果を活用し、今年度は宮崎県宮崎市を対象に、地域モ

ビリティ資源の把握、需要や供給状況の把握に向けた調査、分析手法の確立にむけ、検討・調査

を実施した。宮崎市広島通りを対象に、車両自動認識の技術検証、供給量の計測手法の標準モ

デル開発に取り組み、動画像データからナンバープレート情報や交通量を計測すると同時に人や

自動車の通行軌跡を追跡するプログラム（TRAVIC3m のα版）を新規で開発した。 

昨年度に開発した TRAVIC60cm 版は車両のナンバープレート情報を読み取るために低位置

から撮影した動画像を解析するシステムであるが、歩行者と車両が混在する道路空間における

解析には撮影ポイントが低すぎて適用できない。そこで、テンポラリーな調査にも使えるようにモ

バイル型で極力専用機材を使わずに低コストな仕組みにすることを前提に、高さ３m から撮影し

た動画像の解析を行うシステムの開発を進めた。 

 

①
モ
ビ
リ
テ
ィ
資
源
構
成
の
把
握 

 

②
調
査
の
考
え
方
（
整
理
） 

 

■車庫や基地
・まちの拠点
・送迎車のある企業 ・その他拠点

ヒ
ト
（旅
客
）

1.通常の旅客
（移動）サービス
※不特定多数
（道路運送法に基づ
く旅客サービス）

1-1 鉄軌道 JR（日豊本線、日南線、宮崎空港線）

1-2
乗合バス
（4条乗合）

宮崎交通（路線バス、高速バス）、

グリスロ・ぐるっぴー

1-3
乗合タクシー
（4条乗合）

宮崎市内の一部地区（7地区）にて
乗合タクシー運行

1-4
タクシー
（4条乗用）

宮交タクシー他（宮崎県タクシー協
会加盟14社、ほか）

1-5 市町村運営有償運送

1-6 公共交通空白地有償運送

2.特定旅客
（移動）サービス
※不特定多数対象
（道路運送法に基づか
ないものも含む）

2-1 企業、工場等送迎バス

2-2 病院送迎バス

2-3 福祉施設送迎バス

2-4
学校系送迎バス
（小・中・高・専門学校・大学）

宮崎医療福祉専門学校スクールバス

2-5 幼稚園、保育園送迎バス

2-6 習い事系送迎バス

2-7 教習所送迎バス

2-8 旅館、ホテル系送迎バス

2-9 その他送迎バス

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ輸送、共
助等（道路運送法に基
づかないものも含む）

3-1 ボランティア輸送

3-2 共助交通（近所等の助け合い）

4.福祉交通
4-1 福祉有償運送

4-2 福祉タクシー、介護タクシー

4-3 その他福祉送迎

5.シェア型交通

5-1 シェアサイクル PIPPA

5-2 シェア電動キックボード MIYATOYO BOARD

5-3 カーシェア、レンタカー
タイムズ、トヨタシェア 等
ニッポンレンタカー 等

モ
ノ
（貨
物
）

6.貨物

6-1 学校給食配送

6-2 郵便配達／集荷

6-3 宅配便

6-4 新聞配達

6-5 移動販売 エーコープみやざき「とくし丸」

6-6 卸売共同配送

6-7 農作物の共同配送（JA等）

サ
ー
ビ
ス

7.サービス
（動くサービス）

7-1 訪問診療

7-2 訪問介護

7-3 高齢者見守りサービス

7-4 高齢者生活支援サービス

7-5 道路管理等（定期管理）

7-6 …

■多様な交通資源レイヤー
企業、病院、学校、保育園、
福祉施設など多様な車両が送迎

■公共交通レイヤー（ベース）
宮崎交通、グリスロ（ぐるっぴー）、
タクシー等

モビリティ資源の多層構造の
レイヤー準備（都市構造整理）

宮崎市内のモビリティ
資源把握および調査
把握手法の確立

電動キックボード

移動販売車

シェアサイクル

グリスロ・ぐるっぴー

宮崎交通バス路線

検討対象エリア

例）宮崎市内・中心部のバス路線網

宮崎市中心市街地におけるモビリティ資源把握

▶構成する資源把握▶交通システム・モビリティ別の種類把握

💻 

💴 💴 💴 💴 💴 💴 

●人材の物量

●車庫や基地の配置

●エネルギー供給

●財源

●車両の物量

💻 

自動車学校送迎

専門学校j送迎

広島通り

【中心市街地としてのモビリティ資源調査の実施の趣旨】
「ぐるっぴーを中心とした
中心市街地の輸送資源やこれらの再配分のあり方調査」

●ぐるっぴ―路線中心市街地エリア

●宮崎市内・中心部のバス路線網

【検討対象範囲】
・宮崎市中心市街地区域（およそ1㎞四方）を対象とする
・このうち、モデル地域（広島通り）において先行調査を実施

【ポイント】

・多様な輸送資源がある中、ぐるっぴーがどこまで中心市街地内
で交通資源として頑張ることができるか。
・現状の多様な輸送資源の割り当てをどう直すか。

・もう少しし工夫すれば需要が増えてもう１便増やせるか、など、
ぐるっぴーの未来を考える。この前提で広島通りはどうなって
いくのがよいのか、その中でぐるっぴーがどのような役割を担
うのかを検討していく。

広島通り

現地踏査：多様なモビリティ資源の確認
資源把握手法の確立に向けた課題検討
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③
調
査
・
分
析
手
法
の
具
体
化 

 

図 新規開発したモビリティ資源把握、調査・分析手法（宮崎市でのユースケース） 

 

(2) 宮崎市を対象とした実証実験の実施 

対象とした広島通りでは再開発が進行中であり、その事前事後の比較分析が必要であったこ

と、また、再開発完成後に宮﨑市による車両の速度抑制に関する実証実験が予定されていたこ

とから、現地における動画撮影調査は 2024 年の 11 月と 2025 年 1 月の 2 回にわたり延べ 12

日間実施した。 

地域モビリティ資源の把握、需要や供給状況の把握に向けた調査としては、撮影した動画よ

りナンバープレート情報は AI で、屋号は人手で読取りを行った。次いで、ナンバープレート情報

と車検情報を紐づけ、広島通りを通過する車両特性を分析し、屋号情報から広島通りを通過す

る車両の業種や分類を把握した。 

また、ナンバープレート調査、屋号調査の結果から、通過する輸送資源として代表的企業を

選定し、ヒアリング等を行い、人材、車両、車庫、財源等の資源に関する情報を把握・整理した。 

それに加え、歩車共存道路における道路空間を評価する観点から、高所（3m）から撮影した

動画を用いて広島通りにおける歩行者の通行位置の解析可能性を検証した。来年度以降、事

前（HAROW 開業前）と事後（HAROW 開業後及び車両速度抑制実験中）における歩行者の通行

位置を比較することで、沿道状況や車両の速度抑制が歩行者に及ぼす影響を分析する予定で

ある。 

 

高さ 3m
から撮影

高さ60cm
から撮影

□宮崎エリアでのビデオ調査

多摩 333

あ12-34

集計

集計
車検情報

ＡＩ 車種判別とナンプレ読み取り

移動軌跡図

歩行者A 車両A 歩行者B

【車両】（ナンプレ情報より）

• 車種別交通量

• 事業者、一般車の判別

（ナンプレ＋車検情報より）

• ガソリン/ECO別交通量

• 車両サイズ別交通量

• 車いす等特殊車別交通量

抽出 変換 集計

■賑わいの指標整理

■計測

【歩行者】

・方向別交通量

・グルーピング

・通行軌跡

・歩行速度

・密度

【歩行者・滞留者】

・滞留人数

・詳細行動

【車両】

・走行速度

・走行軌跡、交錯

AIによる効率的な計

測・評価のためのプロ

トタイプ開発を目指す

■TRAVIC3m版（高所画角）

■TRAVIC60cm版（低所画角）

大分類 中分類 小分類
平日

(11/18)
休日

(11/17)
平日

(1/23)
休日

(1/25)

1-2_乗合バス 30 30 33 33

1-4_タクシー（4条乗用） 7 4 9 2

2_特定旅客 2-5_幼稚園送迎バス 2

6-2_郵便配達/集荷 1 4 2

6-3_宅急便 14 5 11 3

6-6_卸売共同配送 12 24 11

6-8_宅配デリバリー 1 1

3_サービス 7_サービス 7-2_訪問介護 1 1

9-1_建設業 17 1 10 4

9-2_不動産業 8 5 4 3

9-3_サービス業 2 3

9-4_情報通信業 6 9

9-5_エネルギー業 4 3

9-7_自治体 4

9-99_その他 7 1 5 10

事前
（HAROW開業前）

実験中
（HAROW開業後）

1_旅客（ヒト）

2_貨物（モノ）

9_その他 99_その他

6_貨物

1_通常旅客

①モデル地域（広島通り）において、現地踏査、ビデオカメラ調査を行い、既存交通の他、幼稚園送迎、宅配や共同配送、訪
問介護等、多様なモビリティ資源を確認 。

■屋号調査結果

⚫ HAROW開業後は、食品関係の卸売協同配送、郵便配達が増加しており、
商業施設の開業による影響と想定される。

⚫ 休日に比べ平日は業務関係車両の利用が多い。

<幼稚園送迎バス>

<訪問介護>

<宅急便＞ <卸売協同配送＞

<建設業＞

<乗合バス>
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図 広島通りを走行するモビリティ分類 

 

 
図 広島通りの歩行者通行位置解析 

 

(3) 今後の検討課題 

本年度は、歩行者、自転車、バイク、自動車類のカウントや通行軌跡データを出力する機能を

有する TRAVIC3m 版を開発したが、TRAVIC60cm 版と異なり教師データはオープンソースを用

いていることもあり判別精度が低い点が課題である。また、通行軌跡データは撮影した動画（画

面）の座標であり、通行位置等の分析をするためには平面図ベースに変換する機能を追加する

必要がある。さらに現在は車両の右下部分の通行軌跡のみを把握している処理について、車両

幅員や車両長さを考慮した軌跡を捉えることや、車両と人の重なり（オクルージョン）が生じてい

る区間の処理への対応も必要である。なお、カメラの設置については対象区間が短いことから

システムの適用条件に合致する最適な撮影ポイントを確保することが難しく、8 台のビデオカメラ

を設置したものの、システムの条件に合致しているのは 1 箇所のみであった。AI 解析のシステ

ムを現場に適用する場合の最大のネックが知見として得られた。 

自家用 事業用 ﾚﾝﾀｶｰ 計 自家用 事業用 ﾚﾝﾀｶｰ 計 自家用 事業用 ﾚﾝﾀｶｰ 計 自家用 事業用 ﾚﾝﾀｶｰ 計

貨物 10 10 1 21 4 1 5 4 7 11 8 5 13

乗合 1 1 2 2 0 0

乗用 83 3 2 88 82 22 104 48 32 80 92 14 1 107

貨物 70 7 2 79 12 12 58 3 1 62 19 5 2 26

乗用＆乗合 82 14 4 100 65 15 5 85 74 18 3 95 62 15 4 81

11 3 14 0 8 2 10 3 2 5

1 1 0 3 3 0

0 0 1 1 0

140 18 5 163 92 13 5 110 134 17 4 155 111 19 6 136

32 8 2 42 11 3 14 10 4 14 8 2 10

1 2 3 1 1 1 4 5 1 1

1 4 5 1 20 21 29 29 1 11 12

ガソリン 64 64 42 42 34 2 36 40 40

軽油 0 0 0 1 1

ＬＰＧ 1 1 1 1 0 0

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ ｶﾞｿﾘﾝ・電気 1 1 0 0 4 4

215 31 6 252 132 5 5 142 164 27 4 195 127 22 6 155

24 2 1 27 18 20 38 15 29 44 38 11 49

277 26 5 308 146 35 5 186 174 53 4 231 164 32 6 202

12 7 2 21 3 3 5 3 8 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事前（HAROW開業前） 実験中（HAROW開業後）

平日(R6.11.18) 休日(R6.11.17) 平日(R7.01.23) 休日(R7.02.25)

6人以上

2t未満

2t以上

普通

小型

特殊用途

車いす固定装置付き

ハイブリット

ナンバー
プレート
情報より

ナンバー
プレート
情報

＋

車検情報

車種

燃料種類

ガソリン

軽油

ＬＰＧ

大型特殊

大型特殊（建設機械）

定員数

最大
積載量

電気

6人未満

■ナンプレ情報

■ナンプレ情報＋車検情報

⚫ ナンプレ画像解析の読み取り率

平日（事前：80.9% 事後：57.6%）

休日（事前：73.8% 事後：72.7%）

※平日の事前事後のナンプレ読取率の開きが大
きいため休日で評価

⚫ HAROWの開業前後の休日において、小
型_貨物の車種が増加していることが確認
され、商業施設の開業で貨物（モノ）の
移動によるものと想定される。

⚫ HAROWの開業前後の休日において、ガ
ソリン車の交通が多くなっている。自家用
のハイブリット、プラグインハイブリット車も若
干多くなっていることが確認できた。

⚫ 車イスを運ぶことができる車イス固定装置
付き車両の交通は確認できなかった。

※ 『ぐるっぴー』は3ナンバー「あ」の「普通_乗用 事業用」に、また、燃料は「電気」に分類

※自動車に付ける車いすステッカー
地域によって異なるが、身体障害者手帳を持って方に

配布される。

0m                         10m                        20m                         30m

0m                         10m                        20m                         30m

1mメッシュに
おける通過人数
(9～17時の合計)

HAROW施設側

HAROW施設側
N

N

歩行者通行状況(13時40分頃)

歩行者通行状況(14時30分頃)
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表 AI 画像解析システムの開発状況と目標（2025 年 2 月末時点） 

2023 年度 2024 年度 2025 年度（目標） 

〇TRAVIC60cmβ版の開発 
・対象：自動車 
・開発内容：車種別交通量と
ナンプレ情報の読取り機能 

・走行速度の解析 
・処理速度の改善策 
・解析パラメータ（画像内でカ
ウントやナンプレを読み取る位
置の指定）の設定支援機能の
追加 

・サンプル実装に向けた利用
環境、UI の整備 

 〇TRAVIC3mα版の開発 
・対象；歩行者、自動車 
・開発内容：車種別交通量と通
行軌跡データ出力 

・走行通行速度の解析 
・車種区分精度の向上 
・軌跡データの辺処理機能 
・歩行者のグルーピング 
・サンプル実装に向けた利用
環境、UI の整備 

 

3.4.2 スマート・モビリティ・サービスの障壁調査 

今年度は、企業、自治体、学識者、団体等を対象にヒアリングを 27 件実施した。初年度は事業

者目線でのヒアリングを実施したのに対し、今年度は「自動運転バスの実装」、「軌道と路線バス

の共用」、「データオープン化・標準化」、「マイクロモビリティの活用」といった個別のサービス・技

術にかかる視点の他、「関係者間の連携におけるビジョンづくり」といった合意形成にかかる視点

も加え、事業者のみならず自治体、学識者も含め幅広い視点からのヒアリングを実施した。 

ヒアリング結果から、モビリティ・サービスのリ・デザインの段階別、主体別に得られた障壁およ

そ 70 項目を体系化した（次ページ表参照）。なお、本調査で新たに明らかになった障壁、ガイドラ

インのリ・デザイン原則と関連の深い障壁について、表中強調して示している。 

障壁の一例として、「過疎地や山間地での多様な機能を有するモビリティの導入にあたる障壁」

に着目し、サービス導入の背景、障壁の概要、それぞれの立場からの発言内容、現状といった視

点から整理した（次ページ図参照）。ヒアリングの結果、「自家用有償運送の枠組みで貨客混載の

取り組みを実施したいが、申請手続きが煩雑である。」、「福祉車両によるライドシェアでの自家用

有償運送の取り組みを実施したいが、参考にできるような前例がない。」等が明らかとなった。自

家用有償運送等の実現そのものや、多様な機能を持つサービスとしての展開にあたり、現状、省

庁間の連携や申請手続きの壁が多くなっていることも明らかになった。 

次年度は解決策（法改正、運用改善、慣習打破、省庁間連携等）の提示も行い、関係省庁との

協議も行いながら、ガイドラインへの反映に取り組んでいく予定である。 
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表 主体別の障壁の整理例 

 

 

 

図 自家用有償などと他のサービスとの共創に関する障壁（ヒアリング結果より） 

  

誰にとっての

障壁か 計画 実装 運用

自治体
【調整、申請】

7件（うち主な4件を記載） 4件（うち主な2件を記載） 1件

⚫ 【交通空白地有償運送】交通空白地域の設定が
補助金交付の事実上の必須要件でなっており、制
度の有効活用が困難。

⚫ 【市町間路線】市単独では調整が困難、県には権
限ややる気がない場合が多く、広域路線の計画、
見直しが困難。

⚫ 【MaaS】県の旗振りのもと生活圏に即したMaaSを
実現したいが、事例共有や実績が少なく県も取組
みづらい。

⚫ 【貨客混載】自家用有償運送での貨客混載は、申
請手続きで負担が多く、事業推進に課題。

⚫ 【実証実験全般】実証期間を長く確保したいが、実
証実験申請手続きに時間を要す。

⚫ 【福祉との連携】福祉車両、デイサービスを活用した
ライドシェアの取組みを自家用有償運送で実現した
いが、道路運送法上前例がなく、行政主体で実施
しづらい。

⚫ 【手続き】市町村運営有償旅客運送の運転手
講習実施機関の登録手続きにおいて、事業実施
上必須とは思えない財務書類の提出が実施機関
を集める障壁となっている。

事業者
【鉄道、バス、タク

シーなどこれまでの

地域交通を支え

てきた事業者】

5件（うち主な2件を記載） 2件 12件（うち主な4件を記載）

⚫ 【都市間交通手段の調整】高速バスの議論の場が
なく、生活路線も担っている事業者にとっては高速
バスでの競争に不利であり、生活路線の撤退にもつ
なげる懸念。

⚫ 【交通系データのインフラ化】国によるバスデータイン
フラ整備の欠如が、バス事業者の負担となっている。

⚫ 【組織内の課題】組織ごとの縦割りが軌道と路線
バスの共用実現の障壁となっている。

⚫ 【国補助事業の活用方法】国のモデル事業の採択
結果が交通ネットワーク全体を考慮していないこと
がある。

⚫ 【都市間交通手段の調整】高速バスの参入で特
急の維持が課題だが、協議、調整の場がない。

⚫ 【慣習】運行効率化したいが営業所主義が障壁。

⚫ 【キャッシュレス決済の指針】クレジットカードタッチ
決済の推進に舵を切りたいが、国としての施策方
針が定まっていない。

⚫ 【許可申請】申請業務の電子化、メール申請受入
が一部進んでおらず、事業者の負担が大きい。

事業者
【AI技術を使用し

た交通システム、

マイクロモビリティ

等の新たなサービ

スの事業者】

12件（うち主な8件を記載） 11件（うち主な8件を記載） 10件（うち主な3件を記載）
⚫ 新サービス提供事業者の視点から、地域公共交通

会議について、自治体のイニシアチブの不足、コミュ
ニケーションの場として活用されていない、審議の基
準が不明確で潜在的な課題を拾えていないなどの
意見がある。

⚫ 自治体としてマイクロモビリティをどう扱うか判断がつ
かない状況にあり、導入に向けた調整が進まない、
自治体が受け止める素地がないなどの課題がある。

⚫ マイクロモビリティの設置が民間任せになっており、
利便性の高い場所に必ずしも設置できていない。

⚫ 特措法でタクシーの台数が制限されており、新規
サービスの参入が難しい。

⚫ 乗用と乗合の枠組みの垣根や既得権益により、旅
行業法枠で実施せざるを得ないサービスがある。

⚫ デマンド交通が旅行業にあたる場合があり、供託金
や登録手続きの負担がある。

⚫ 買い物代行（輸送業）、介護領域について法律
上の制約が多く、多様なサービス拡大の障壁となっ
ている。

⚫ 共創事業について、様々な省庁で情報が点在し一
元化されておらず、わかりづらい。

⚫ 自動運転を含む交通DXの取組みで産学官民共
創の実施体制を構築するにあたり、省庁間・組織
間の縦割りの習慣により、自治体が総当たりで関
係性を構築するしかなく、相当な負担がかかった。

⚫ 21条実証運行の実際の適用方針は管轄する運
輸局により異なり統一的な対応がされていない。

⚫ 自動運転の公道で実験について、警察庁、県警、
所轄警察署の意見が異なり困った。

⚫ 停留所の認可に対する警察関係者の対応が統一
されておらず困っている。

⚫ バス事業者がデマンド運行をするにあたり、全バス停
の警察確認が必要となり負担が大きい。

⚫ 乗降ポイントを公道に設置したいが、道路占有許
可の取得の手続き負担（所轄警察へ直接書類
提出等）が障壁となっている。

⚫ 21条実証運行の変更手続きの負担が大きく、柔
軟な運行変更の障害となっている。

⚫ 行政側の予算申請手続きの遅さや書類作業負担
によりスタートアップが中々参入できない。

⚫ 信号などの情報提供の役割分担が十分に議論さ
れておらず、民間のみでの取組みに限度がある。

⚫ タクシーの構内券の既得権益により、駅前への乗り
入れが反対されることが多い。

⚫ 運転士の車両の乗換が営業所のみに限られて
いることが複数の車両を組み合わせた運行の実現
を阻害している。

その他

なし 3件（うち主な1件を記載） なし
⚫ 市町村をまたぐ取組みにおける警察関係者との合

意形成の流れが不透明で円滑な実施の障壁と
なっている。

★

★

★

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

★

★

★

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

過疎地や山間地での多様な機能を有するモビリティの導入にあたる障壁

視点 発言者 現状

・市町村有償運送全般 自治体 ・市町村有償運送の導入にあたり、市内の自動車教習所に、運転手講習を担当してもらうよう依頼した。し

かし、申請にあたり、財務関係書類の提出まで求められ、負担の大きさから協力を断念されてしまった。

・自家用有償運送×貨客混載 事業者 ・自家用有償運送の枠組みで貨客混載の取組みを実施したいが、申請手続きが煩雑であるため、取り組め

ずにいる。

・自家用有償運送×客貨混載 自治体 ・自家用有償運送の枠組みで客貨混載の取組みを実施したいが、二種免許取得者ではない運転手による

運行について、利用者側に抵抗感が出る可能性があり、実装には留意が必要である。

・自家用有償運送×福祉車両ライドシェア 自治体 ・福祉車両によるライドシェアでの自家用有償運送の取組みを実施したいが、参考にできるような前例がなく、

取り組めずにいる。

・住民互助輸送×買い物代行・介護サービス 事業者 ・住民互助輸送に買い物代行や介護サービスを組み合わせたいが、輸送業や介護法における法的制約が大

きく、取り組めずにいる。

出典）※左上から 地域交通共創モデル実証プロジェクト（https://pacific-hojo.com/transport_kyousou/adopter/kyousou/）、沖縄タイムス（https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/567184）、郵湧新報（https://yuuwakushinpou.com/pick-up/15877/）、毎日新聞（https://mainichi.jp/articles/20240907/ddl/k28/040/187000c）

今年度、障壁の所在を把握⇒ 次年度以降、関係省庁や事業者にさらにヒアリングし、障壁の深度化、解決策の検討を進める

【モビリティサービスの背景】バスやタクシー等の事業用自動車（緑ナンバー）ではなく、自家

用車（白ナンバー）を用いて有償で輸送する形態（＝「自家用有償旅客運送」）や地

域住民を中心とした団体が運行主体となる形態（＝「住民互助輸送」）のニーズがます

ます高まっている。さらに、交通×物流、交通×介護など、多様な分野と連携することで新し

い価値を生み出す共創の取組みが広がってきている。

【障壁の概要】自家用有償運送等の実現そのものや、多様な機能を持つサービスとしての

展開にあたり、現状、省庁間の連携や申請手続きの壁が多くなっている。

今回調査で新たに明らかになった障壁

★ ガイドラインのリ・デザイン原則と関連の深い障壁

NEW
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3.4.3 地域モビリティ診断ガイドラインの調査・モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポート（計

画指針）の作成と日本初リ・デザイン指標の開発 

(1) 計画指針の作成 

計画指針の構成検討にあたり、過年度までの国内外のガイダンス等のレビューを踏まえ、モビ

リティ・サービスのリ・デザインに関する重要な概念を整理した。例えば、「モビリティ・サービスの

リ・デザイン」とは、地域が抱える課題の解決を目的に、誰もが移動できるように多様なモビリティ・

サービスが統合された交通システムを構築すること、と定義した。また、欧州の公共交通の概念を

参考に、個々の交通手段を「公共交通」とするのではなく、「地域の課題解決や政策目標の達成を

目的に、公的機関が積極的に関与しながら、多様な交通手段等が連携して機能する統合的な交

通システム」を「公共交通」として再定義した。この整理を踏まえ、モビリティ・サービスのリ・デザイ

ン・レポートの対象交通手段を、輸送サービス、乗車サービス、車両共有サービスなどの移動に

関わるサービス全般と、マイカー、自転車、徒歩を含めたものとした。 

 

 

図 計画指針で対象とする交通手段の整理 

 

計画指針の作成に際しては、既存のガイダンスを交通モードの多様性およびデジタル化の進

展度でマッピングし、新たな指針の位置づけは、既存のモビリティ・サービスと新たなモビリティ・サ

ービスを統合的に捉えた「マルチモード」を対象とするとともに、計画検討においてデータの多面

的な活用を含む「計画検討のデジタル・トランスフォーメーション（DX）」を重視したものとしてた。こ

れにより、従来のモビリティ・サービスと新たなモビリティ・サービスの統合的視点を明確化し、従

来の既存のガイダンスとの差別化を図った。 

指針の構成は、計画編と実践編の二部構成とした。計画編はリ・デザインの定義、原則、進め

方とデータ・ガバナンスについて解説し、実践編は都心・中心部、市街地部、郊外部のケーススタ

ディを紹介する内容としている。また、障壁調査、海外等の先行事例の調査結果を踏まえ、リ・デ
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ザインの原則として、1.サービスをつないで統合的な交通ネットワークを構築する、2.データを共有

し DX を加速する、3.成長を後押しするエコシステムをつくる、の 3 つとすることを提案した。 

  

図 各種ガイダンスのマッピングと IBS コンソにおける計画指針の位置づけ 
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図 モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポートの目次構成 
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(2) 日本初リ・デザイン指標の開発 

「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」においては、公共交通の適切な運営を判断す

る指標として、「利用者数」、「収支」、「公的資金投入額」の３項目が標準指標として提示されてい

る。一方、昨年度実施した欧米の都市交通計画のガイダンスのレビューでは、政策目標の達成状

況を測定する指標が主要な評価指標となっていることが確認されている。モビリティ・サービスの

リ・デザインにおいては、多様なモビリティ・サービスを連携・活用し、地域の発展につなげることが

目的であり、そのうえでサービスが持続することも重要である。この点を踏まえ、「政策目標」、「輸

送資源」、「移動」の３つの視点で実態を把握できるよう構成を提案した。 

具体的には、政策目標については「活動機会、公正」、「安全」、「経済」、「環境」、「健康」、「マ

イカー依存」の 6 つの切り口で整理することを提案した。なお、これらの 6 つの切り口に 11 の中項

目、16 の小項目に区分した指標を設定している。その中でも「災害に対する安全の確保」や「健康

の増進」等の視点は海外のガイドライン等には含まれておらず、我が国として独自の視点として位

置付けられる。輸送資源に関する指標は、交通手段別に都市全体としての輸送能力を把握でき

るように設定し、移動に関する指標は、交通手段別、さらには人の移動の実態を把握できるように

設定した。これらの指標については、算出方法の標準化を意図し、算出手順を整理した。 

今年度は都市全体の指標を設定したところであるが、今後の検討課題として、地区レベルを対

象とした指標も、項目をあわせながら整理する必要がある。 
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表 リ・デザイン指標（素案：1/2） 

 

 

  

●政策目標に関する指標

指標（提案）小項目中項目大項目

• 施設への公共交通によるアクセス時間
• アクセス時間圏域人口、LIPT施設等にアクセスしやすい

多様な機会やサービス
へのアクセス確保

多様な活動に
アクセスできるまち
（活動機会、公正） • 外出率

• 一人一日あたりトリップ数（移動目的別）
• 目的地までの所要時間、マイカーとそれ
以外の時間差

施設等にスムーズにアクセスでき
ている

• 事故件数
• 事故死者及び重傷者数（特に交通弱者）交通事故が削減されている

交通安全性の向上
誰もが安心・安全に
暮らせるまち
（安全）

• ヒヤリハット件数ヒヤリハットが削減されている

• 安全な道路の利用割合
安全性の高い道路が利用されて
いる

• 交通ネットワークのハザードマップの区
間重複率

• 急輸送経路の安全確保率

災害発生直後にネットワーク機能
が維持されている

災害に対する
安全の確保

• 滞留人口、滞在時間（来街手段別）特定の地区ににぎわいがある

拠点の強化
地域活力が

期待されるまち
（経済）

• 来訪箇所数、回遊距離地区内を回遊しやすい

• 交通手段が公共空間に占める割合
にぎわいのための公共空間が確
保されている

• 平均旅行速度、渋滞損失時間、損失額人・物の移動が円滑である産業の活性化

• CO2排出量
移動に伴う温室効果ガスの発生
が少ない

カーボンニュートラル
の推進

環境に配慮した
持続可能なまち

（環境）

• 1kmあたりのエネルギー消費量
移動に伴うエネルギー消費が少
ない

エネルギー効率

• NOx、SPM排出量
PM2.5、光化学オキシダントの
排出の少ない移動ができている

大気汚染物質の抑制

• 騒音値
居住するにあたり快適な居住空
間が確保されている

快適な住環境の維持

• アクティブトラベル（自転車・徒歩）の移動
時間健康的な暮らしができている健康の増進

健康を維持
しやすいまち
（健康）

• 交通手段分担率
移動時の交通手段として公共交
通や自転車等が選択されている

グリーンモードへの
転換

過度なマイカー依存
から脱却したまち
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表 リ・デザイン指標（素案：2/2） 

 

 

(3) モビリティ診断のダッシュボードの開発 

モビリティ・サービスのリ・デザインを効果的に進めるためには、地域のモビリティの実態を適切

に把握し、理解することが不可欠である。特に、自治体の担当者が計画策定に関与することを考

慮し、担当者が直感的に地域のモビリティの実態を理解できるツールの開発が求められる。この

ため、地域のモビリティの実態の理解を促進するダッシュボードのプロトタイプを開発し、リ・デザイ

ン指標（素案）で示した政策目標の達成状況、地域における各モビリティ・サービスの需給バラン

スの可視化に取り組んだ。将来的にはすべての指標がダッシュボードとして可視化される必要が

あるが、今年度は特に「活動機会（施設等）へのアクセシビリティ」に着目し、ユーザーがアクセシ

●輸送資源に関する指標

指標（提案）詳細項目評価項目

・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の平均耐用年数
・キロ当たり運賃収入 ・人キロコスト ・公的資金投入額

鉄軌道

乗合輸送

・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の平均耐用年数
・キロ当たり運賃収入 ・人キロコスト ・公的資金投入額

路線バス

・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の平均耐用年数
・キロ当たり運賃収入 ・人キロコスト ・公的資金投入額

コミュニティバス

・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の平均耐用年数
・キロ当たり運賃収入 ・人キロコスト ・公的資金投入額

デマンド交通

・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・実車率
・車両の耐用年数 ・運転士数

タクシー

個別輸送
・車両台数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・実車率
・車両の耐用年数 ・運転士数

ライドシェア

・ポート数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の耐用年数バイクシェア

車両のシェア ・ポート数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の耐用年数電動キックボードシェア

・ポート数 ・稼働台数 ・車両稼働率 ・車両の耐用年数カーシェア

●移動に関する指標

指標（提案）詳細項目評価項目

・乗車人数 ・平均乗車密度 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロ鉄軌道

乗合輸送
・乗車人数 ・平均乗車密度 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロ路線バス

・乗車人数 ・平均乗車密度 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロコミュニティバス

・乗車人数 ・稼働回数 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロデマンド交通

・乗車人数 ・稼働回数 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロタクシー
個別輸送

・乗車人数 ・稼働回数 ・定時率 ・輸送量 ・実車走行キロライドシェア

・移動回数 ・ポート別発着数 ・ポート別走行回数 ・移動距離バイクシェア

車両のシェア ・移動回数 ・ポート別発着数 ・ポート別走行回数 ・移動距離電動キックボードシェア

・移動回数 ・ポート別発着数 ・ポート別走行回数 ・移動距離カーシェア

・移動回数 ・交通手段別トリップ数人の移動
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ビリティを改善すべきエリアを特定できる機能のプロトタイプを開発した。また、診断においては、

鉄道やバスによる単一手段のアクセシビリティに留まらず、オンデマンド交通やシェアリングサー

ビスなど複数の交通手段の連携を考慮する必要がある。これを踏まえ、統合的なアクセシビリティ

評価が可能となるように設計、開発している。 

 

表 ダッシュボードの機能要件 

項目 内容 

ダッシュボードの

目的 

 統合的交通ネットワークの構築を通じて、活動機会へのアクセス確保、改善

を目指す 

意思決定・ 

判断の内容 

 アクセスを改善すべきエリアを把握 

 既存サービスの改善、新たなサービスの導入、サービス同士の結節性の改

善などによるアクセス向上のための取り組みの必要性を判断 

 自動車よりもアクセシビリティが過度に低いエリアを把握 

 マイカーから公共交通利用への転換を促進するために、アクセシビリティの

改善策や利用促進策等の必要性を判断 

活用場面 

（誰が、いつ、ど

こで） 

 交通計画を立案する自治体担当者が、計画作成・改訂時、議会や市民等へ

の説明時等に活用 

 交通計画を立案する自治体担当者が、交通サービスの変更時（例えばバス

路線の見直しなど）に、緊急対策の必要性について判断するために活用 

求められる 

機能・データ 

項目 

 活動を行う各施設までの等時間圏域（複数交通モードによる） 

施設：公共施設、事業所、商業施設など、活動の場毎にアクセシビリティが

評価可能とする 

 空間解像度：できるだけ細かいメッシュ単位 

 時間解像度：1 時間帯（時刻によるアクセシビリティの違いを明確にするた

め） 

 

今後の開発では、統合的な交通ネットワークのアクセシビリティと、マイカーによるアクセシビリ

ティとを対比可能な機能を実装し、地域における統合的交通ネットワークの弱点を明らかにするた

めに活用することも視野に、利用主体である地方自治体の職員との意見交換を進め、さらに開発

を進めていく。 
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図 ダッシュボードによる時間帯別アクセシビリティの可視化 

 

  

2km 4km

７時台（バス+徒歩）

※60分以下のアクセス範囲を表示

図書館位置

2km 4km

21時台（バス+徒歩）

バスの便数が少ない時間帯の

図書館へのアクセシビリティ 図書館位置
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3.4.4 地域創生に資する総動員チップスの作成 

スマート・モビリティ・サービスの導入と運用を成功させるためには、行政、交通事業者、関連す

る民間企業の実務担当者が適切な能力を備えることが不可欠であるが、現状では、特定の個人

に知識や情報が集中しやすく、担当者の異動や交代により蓄積された知見が継続的に活用され

ないケースが多い。 

これらの現状を鑑みると、スマート・モビリティ・サービスを地域に根付かせ、継続的に発展させ

るためには、本研究で作成するチップス集等のスマート・モビリティに関する実践事例や情報を一

元的に蓄積し、継続的に活用できるようにすることが重要と考えられる。 

そこで、今年度は、総動員チップスの展開として、筑波大学コンソーシアムと連携し、研究成果

の公知化を進めており、SIP の「モビリティ知恵袋（仮）」Web サイトで公開も始めている。 

 

  

図 チップスの普及促進の取り組み例（モビリティ知恵袋（仮）での公開） 
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図 チップスの普及促進の取り組み例（モビリティ知恵袋（仮）での公開記事例：1/2） 
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図 チップスの普及促進の取り組み例（モビリティ知恵袋（仮）での公開記事例：2/2） 
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(1) 総動員チップス（国内）調査 

昨年度に体系化した 10 の視点を用いて、先進的な取り組みへのヒアリングを踏まえたチップス

集を作成（21 事例）した。今後、ヒアリング対象者の確認を経て、モビリティ知恵袋（仮）にて公開し、

周知展開を図るものである。 

表 チップス集（国内）の概要 

 

１）持続的な組織づくり ２）持続的な人材育成 ３）ビジョンの共有、合意形成

みちのりHD、高松市 WILLER（mobi）、塩尻市、十勝バス BOLDLY

４）リ・デザイン、共創、MaaS ５）データエコシステム ６）行動変容、社会的受容

湖西市、バイタルリード みちのりHD、高松市、日本バス情報協会 小山市、JCOMM

【アイシン】

デマンド交通単体では収益が低いため、

「チョイソコ」のシステムを持続させるた

めに、外出する機会を作るためのイベ

ント「コトづくり」を開催し、デマンド交

通以外のサービスで収益を得ている

【 WILLER（ｍobi）】

エリア・時間帯の限定的な供給サービ

スとすることで、多様な働き方に適した

ドライバーの募集が見込める

（日中時間限定のドライバー等）

【高松市】

モビリティ検討タスクフォースを設置し、

部所の垣根を超えた検討体制を構築、

部所異動が起きても継続的に検討に

参加でき、一貫した政策実施が可能

【みちのりHD】

運転手や車両の効率配置により、朝

夕の定時定路線と日中のデマンドの

一体的運用を実現

【日本バス情報協会】

事業そのもののデジタル化を進めなく

てはいけなく、経営資源、ダイヤであり

車両であり労働者であり、色々なもの

がデジタルで管理されているという状

況を作ることが必要

【BOLDLY】

自動運転への不安感をなくし、実施

に向けた足掛かりとして、自治体関係

者に自動運転の現場を見ていただくこ

とを最重要視

また境町での視察ツアーも開催し、他

自体の理解の促進も実施

【小山市】

バスの認知が十分でない中、利用者

数を伸ばすため、周知の徹底、デザイ

ン面でのプロの活用、利便性向上と

のセットでの実施など、様々な努力を

行うことで、利用者の大幅増を達成

【アイシン】単なる移動サービス提供に

とどまらず外出機会を作る取組みに

着手。学びの場の創出、高齢者向け

の「コトづくり」など移動手段の枠を超

えた試みを実施。

【Near Me】

事業アイデアが独りよがりなものになら

ないよう、自分だけではないのかという

ことのチェックを徹底

【湖西市】

輸送資源の活用のため、市町村有

償運送として企業バスを使用、従業

員の移動に支障をきたさない中で、公

共交通として運用

【高松市】

移動データを軸に、運行データや防災、

都市計画関連データを統合し、スー

パーシティ構想を進めている

【みちのりHD】

デジタル化は生産性の向上に確実に

寄与、これをバス会社自体が理解す

べき

７）データ活用 ８）新たな移動価値創造 ９）制度、ルール、慣習

西鉄、神姫バス、日本バス情報協会 庄原商工会議所、十勝バス、アイシン Near Me

１０）ビジネスモデル

アイシン、塩尻市
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(2) 総動員チップス（海外）調査 

計画指針やモビリティ・サービスのリ・デザインの実践に参考となる「総動員チップス」として、過

年度までに収集した 17 事例に加えて、欧州委員会、フランス、ベルギー、ドイツ、米国の現地調査

結果から 21 事例を追加し、チップス集として事例をさらに充実させ、10 の視点による体系的整理

をおこなった。 

表 10 の体系によるチップス整理（1/2） 

 

３）ビジョンの共有、合意形成２）持続的な人材育成１）持続的な組織づくり

フランスの都市交通戦略ガイドラインの役割と実践

【Cerema（セレマ）】

フランスでは、2019年に制定されたLOM法に基づき、

PDM（モビリティ計画）住宅政策を統合した都市

圏モビリティ計画の策定が義務化（10万人以上の

都市）。国の研究機関であるCeremaが普及支援

のために、ガイダンスの策定、計画の策定及び策定

支援、情報共有等を実施。

ガイドラインによる欧州都市圏の都市交通専
門家の育成【欧州委員会】
SUMPガイドラインや、自治体へのサポートプログラム、

コーディネーション等によって、戦略的なモビリティ計

画策定（投資計画）を欧州委員会が推進（特

に東欧などへの戦略展開）。計画策定を通して、

都市圏の新しいモビリティ-やデジタル化にも対応で

きる人財を育てている。

欧州の都市レベルでの産官学の連携組織とそ
の役割【POLIS（ポリス）】
欧州の行政・企業が、ナレッジシェア、ネットワークづ

くり、情報交換を目的に、POLIS NETWORKを設

立。昨年は「環境・健康」「輸送効率」「都市アクセ

ス」「安全性」「ガバナンス」の５つのテーマで、カンファ

レンスやワーキング等を実施、世界中の首長や副市

長などが参加。

４）リ・デザイン、共創、MaaS３）ビジョンの共有、合意形成３）ビジョンの共有、合意形成

オリンピック期間中の官民データ連携によるMaaS

展開【イル・ド・フランス・モビリティ】

1日910万人が公共交通利用するイル・ド・フランス

において、イルドフランスモビリティが共通のデータを生

成し、民間の経路案内アプリにも公開。30％以上

の会場来場者が公共交通を利用し、MaaSアプリ

も数多くの利用がなされた。た。

自動車交通量減少を実現したモビリティ・サービス

のリ・デザイン戦略【リヨンメトロポール】

リヨン都市圏は、2040年までに自動車分担率を半

分にすることを目標に交通計画を策定し、EVへの

転換を図る低排出ゾーン（ZFE）、相乗り・カーシェ

ア促進、地下鉄・トラム・BRTの新設、自転車ネット

ワーク整備・多様な車種のシェアリングサービスを展

開。主要な幹線道路の自動車交通量が低減する

効果が現れている。

公正性(Equity)を最重視した交通政策と実践
【米国】
米国を中心に、交通計画におけるエクイティへの関

心が高まっている。ニュージャージー州交通局では、

職業や学校、社会的サービスに加え、友達・家族・

宗教的なコミュニティを求めている人をALICEと称し、

計画の検討・実施・評価の各段階でALICEを考慮

する取り組みを進めている。

５）データエコシステム４）リ・デザイン、共創、MaaS４）リ・デザイン、共創、MaaS

フランス政府主導のリ・デザインデータ基盤※【フラン

ス政府】

政府主導で交通データ（公共交通、相乗り、駐車

場、マイクロモビリティ、カーシェア他）を一元化する

ポータルサイトを開設。年間2億、約8名のスタッフで

全国主要都市圏から収集されるデータを地域に再

循環する役割を担っている。

バス車庫近代化と都市内物流ハブとの連携による

空間のリ・デザイン政策※【パリ（RATP）】

RATPは、車両の電動化を契機に、バス車庫の複

合開発（オフィス、商業施設、教育施設、社員寮

等）により、資産価値向上・まちの生活の質向上

を推進。また、日中の空いた駐車スペースで、カーゴ

バイクへ積み替えを行う都市内物流ハブとして活用。

相乗りの公共交通サブスクへの統合【karos 
Mobility社 （フランス）】
karos Mobilityは欧州7カ国で、相乗り事業を展

開。ネットワークを拡大することで、公共交通を補う

取り組みを進めている。リヨンやハンブルク等の都市

においても、公共交通機関の定期、サブスクサービス

に相乗りを統合したサービスの提供が始まっている。

５）データエコシステム５）データエコシステム５）データエコシステム

国主導のモビリティ・データポータルの構築【ドイツ連

邦/BASt】

ドイツのモビリティ・デ ータプラットフォームとして、道路

交通と公共交通等モビリティ・インフラのオープンデー

タを統合して、交通関連データへのアクセス、データ

の交換や再利用、エンドユーザーに対して相互運用

可能な移動・交通サービスデータの提供を2022年7

月より運用。モビリティ・データスペースとの連携も開

始。

事例⑨ 欧州共通のモビリティデータの調和、

【NAPCORE】

EU全体でNAPをコーディネートし相互運用することを

目指す組織として、NAPCORE（NAPcordination

organization for europe）が創設され、ITS指令

に関する欧州仕様書の実施の調和を図るため、

NAPsのEU全域での調整を促進。

EU指令によるナショナルアクセスポイントの設置【欧

州委員会】

欧州委員会では、モビリティに関するデータを収集・

活用するための「規則」としてNAP）に係るEU指令

を2017年に発効。ITS関連データを集約してデータ

セットの形で公開し、加盟国間で交通関連データへ

のアクセス、データの交換や再利用、相互運用可能

な移動・交通サービスデータを提供

ITS指令 ITS法

委任規則
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表 10 の体系によるチップス整理（2/2） 

 

 

 

 

  

７）データ活用７）データ活用６）行動変容、社会的受容

交通計画へのCO2削減モデル活用の推進【バー
デン・ビュルテンベルク州】
CO2削減目標を定め、CO2排出量削減への影響

に関する施策の有効性を評価するため、交通モデ

ルを使用することを規定している。気候変動対策に

報いるため、都市だけでなく、市町村組合や地区も

対象として自治体への資金拠出率を引き上げる、

気候ボーナスを導入している。

都市活動データの健康への活用、標準化の取り組
み【Healty Cities 社（スペイン） 】
Healty Citiesは、欧州を中心に都市と健康の概念

を統合したHORUS（アーバンヘルス）プロジェクトを

展開。人口密度、コネクティビティ、緑化、肥満等、

SUMPに健康指標を統合した実践的なガイドライン

を作成し、具体的な健康改善の戦略計画の策定

を支援している。

市街地全域の速度抑制・空間再構成による人中
心のまちづくり【ブラッセル】
中心市街地全域を30km/h規制とし、道路空間

再配分、ペンタゴン地区の20km/h規制による歩行

者優先のまちづくりにシフト。バス・貨物車、マイカー

の動線確保等のエリア全体のサーキュレーションプラ

ンにより、歩行者大幅増加、売上増を実現している。

９）制度、ルール、慣習８）新たな移動価値創造８）新たな移動価値創造

パリのまち中道路空間再編（小さい道路の改
革）の取り組み※【パリ市】
パリ市では、子供達の安全を確保した学校前道路

の歩行者優先道路への改編がスタート。この2年間

で既に200以上の区間が生まれ変わり、遊びや井
戸端会議の光景が日常化。

公共空間の価値向上の挑戦【カールスルーエ】
カールスルーエでは、パブリックライフ＋Greenery＋モ

ビリティの概念から、カーフリー都市を再考しており、

30kmゾーン⇒カーフリーデー⇒歩行者天国⇒カーフ

リーシティへの道筋を描き、ウォーカブルと公共交通

が一体となった中心市街地再生②取り組んでいる。

若者向け限定の公共交通乗り放題実証【フランス

政府】

フランスでは、隣国ドイツ49ユーロ乗り放題の成功

例を参考に、若者向けの鉄道・乗り放題パスの販

売を始めた。16歳から27歳までが対象であり、月額

49ユーロで、2024年7月と8月の期間中1カ月間、フ

ランス全土の地域鉄道およびインターシテが利用可
能。

９）制度、ルール、慣習９）制度、ルール、慣習９）制度、ルール、慣習

バス中心の交通施策と60年ぶりのトラムの復活【リ
エージュ】
リエージュ市は、1960年代に路面電車が廃止され、

バス中心の取り組みを展開。近年輸送容量が限

界に達し、マルチモーダル・アプローチの重要性が再

燃。モビリティ計画が作成され、新たなトラムと新た

なBRT路線を中心とした公共交通ネットワークのリ・

デザインを進めている。

市中心部をクルマから人中心に回帰【ヘント】
ベルギーのヘント市は、2017年にサーキュレーションプ

ランを導入、市中心部の自動車交通量の40%を

占めていた通過交通を排除。並行して自転車ネッ

トワークの整備を実施。その結果、市中心部の自

動車分担率は半減し、自転車分担率は1.5倍に

増加。まちなかは人で溢れる空間を実現。

世界一の渋滞都市で高速・高頻度運行を実現し
たBRT【ニューヨーク】
市内16路線に導入されたSelect Bus Serviceは、

バス専用レーン、停留所での料金収受、待合空間

の整備、交差点へのバス専用追越しレーンの設置、

連節車両での高頻度運行により、地下鉄よりも短

期間かつ低コストで公共交通のサービス改善を実現。

１０）ビジネスモデル１０）ビジネスモデル９）制度、ルール、慣習

ライドシェアに対する課税措置【米国】
米国では、各都市がライドシェアの1乗車ごとに税金

を徴収し、自治体の財政健全化や公共交通サービ

ス改善の原資としている。ニューヨークやシカゴなど一

部の例外を除き、これらの税金は州が徴収しており、

それ以下の地方自治体による課税を禁止している

州が多い。

新たな財源の確保の工夫【欧米都市】

スイスの宿泊税、スイス他駅内の商業売上、フラン

スなどのカーボンクレジットや企業負担金、ドイツのモ

ビリティバジェット、NYやロンドンなどの混雑課金等、

地域全体のモビリティ・サービスを維持していくために、

財政資金を強化する様々な手法が実施されている。

バスと自転車・歩行者専用トンネルの取り組み【リ

ヨン市】

リヨンの中心市街地と郊外を結ぶクロワ・ルーストン

ネルは、1952年に自動車用トンネルとして開通。近

年の公共交通や自転車・ジョギング等のニーズを背

景に、2013年に、世界で初めて、歩行者・自転車・

バス専用のトンネルとして再整備。
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なお、「モビリティ知恵袋（仮）」では、テキスト・画像データの提供に加えて、検索機能として各チ

ップスにハッシュタグ（国外は国・都市名、国内は都道府県・市町村名、トレンドキーワード）を付加

し、モビリティ・サービスのリ・デザインに取り組む主体が興味関心の高いテーマに効率的にリーチ

できるものとしている。チップス集は経産省や国交省、大学や民間企業から高い関心をいただい

ており、関係省庁との意見交換（次年度事業戦略への反映他）を進めている。 

 

表 モビリティ知恵袋（仮）での公開記事一覧（2025.3 月末時点） 

タイトル 国 都市 キーワード 

政府主導のリ・デザインデータ基

盤、フランス政府 
フランス ― 

官民データ連携、データスペース、データガバナン

ス、データ循環、オープンデータ、プラットフォー

ム、ポータルサイト、マルチモーダル 

政府主導のライドシェア（相乗り）

政策、フランス政府 
フランス ― 脱炭素、相乗り、ライドプーリング、交通空白 

若者向け限定の公共交通乗り放

題実験、フランス政府 
フランス ― 運賃割引、乗り放題、若者向け、公正性 

都市交通戦略ガイドラインの役

割と実践（PDM を中心に）、

Cerema（フランス） 

フランス ― 
都市交通戦略、地域公共交通計画、モビリティ・プ

ラン、ガイドライン、リデザイン、マルチモーダル 

まちなか 30km/h 規制、パリ市 フランス パリ市 
ゾーン 30、ビジョンゼロ、速度規制、公共空間再

編、騒音対策、大気汚染対策、道路空間再編 

まちなか道路空間再編（小さい

道路の改革）の取り組み、パリ市 
フランス パリ市 

歩行空間創出、道路空間再編、小さな道路、ビジ

ョンゼロ、学校前、出会いの空間 

ボトムアップの官民データ連携、

パリ市 
フランス パリ市 

官民データ連携、データスペース、データガバナン

ス、データ循環、オープンデータ、プラットフォー

ム、ポータルサイト 

バス車庫近代化と都市内物流ハ

ブとの連携による空間のリ・デザ

イン政策、RATP（パリ交通公団） 

フランス パリ市 

都市開発、複合開発、バス車庫の近代化、電気バ

ス、都市内物流、モビリティハブ、ラストワンマイ

ル、カーゴバイク 

公共が車両を保有し運営会社に

無償貸与した脱炭素化促進、イ

ルドフランスモビリティ 

フランス パリ市 

脱炭素、カーボンニュートラル、クリーンエネルギ

ー、電気バス、官民共創、バス車両の公共保有、

公共財 

パリ首都圏の無人地下鉄による

リ・デザイン、イルドフランスモビ

リティ&RATP（パリ交通公団） 

フランス パリ市 
地下鉄、地下鉄近代化、無人運転、自動運転、運

転手不足 

脱炭素化を推進するモビリティ

ハブ、ハンブルグ市 
ドイツ 

ハンブル

グ市 

脱炭素、カーボンニュートラル、モビリティハブ、マ

ルチモーダル、ラストワンマイル、MaaS 

リアルとバーチャルが連動した

次世代の都市交通のリ・デザイ

ン戦略、BVG（ベルリン市交通

局） 

ドイツ 
ベルリン

市 

脱炭素、カーボンニュートラル、モビリティハブ、マ

ルチモーダル、ラストワンマイル、道路空間再編、

地域交通、MaaS 
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3.4.5 タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践 

「人と多様なモビリティが共生する安全で心ときめくゆっくりを軸としたまちの形成」にむけて、今

年度は、宮崎県宮崎市と鳥取県倉吉市において、再開発事業等まちづくりと一体となった新たな

道路空間「出会いの空間（20km/h の人とモビリティの共生空間道路）」の実証調査を行い、道路

空間の速度抑制及びまちの賑わいに資する施策のツール群、効果的なツール、施策の評価手法

をパッケージとして取り組んだ。 

地域に対しては次年度以降の実装の判断材料を示す貢献ができ、本SIPプロジェクトとしては、

実証を通じ得られたノウハウで、他地区にも展開できる地方自治体向け（道路管理者、警察含む）

に一つの次世代のまちづくりの技術として体系化に着手できた。 

 

図 タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザイン実践のロードマップ 

 

(1) ユースケース実証の概要：倉吉市・白壁土蔵群地区 

 

 

図 鳥取県倉吉市での実証実験の概要と結果 

 

歴史的な街並みが特徴である本地区の実験において、今年度は、自動車の速度を抑制するツ
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ール群を使った実験として、道路の車道部に自動車が通行できる 4.0m の幅員を確保したうえで

蛇行する形で、沿道住民が出し入れする可動式のプランターを設置したり、民地の壁に貼り付け

る形での時速 20 ㎞の走行を促すタペストリーを設置するなどの実験を実施した。さらに、その結

果である静穏さを確認し賑わいを実感するストリートピアノの設置を実施した。 

 

(2) ユースケース実証の概要：宮崎市・広島通り地区 

 

 

図 宮崎県宮崎市での実証実験の概要 

 

中心市街地である本地区では、昨年度までの本事業からの提案を受けて、この地区を運行す

るグリーンスローモビリティ「ぐるっぴー」のデザインと合わせた時速 20 ㎞走行を促す速度抑制看

板を車道部に設置したり、沿道の再開発区域に面する車道部に景観に配慮した植栽プランターな

どによる速度抑制のツールを設置するなどで車両の速度を低減させるための社会実験を実施し

た。 

 

(3) ユースケース実証から分かった事 

検証項目を設定し、その効果や課題について以下の様な把握ができた。 

①安全性の向上効果 

●速度の変化：速度抑制（時速 20 ㎞）について 

 実験の結果、平均走行速度が通常時に比べ時速 20 ㎞を下回っている傾向が強まっており、

また、意向調査においても沿道協力者や来訪者などへのアンケートから施策の有効性について

の回答が得られたことから、今回の取り組みの成果として、速度抑制効果、特に時速 20 ㎞への

変化が確認できた。 

 例えば、倉吉地区では、車両速度の変化・車両交通量の変化をみてみると、実験中の方が
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20km/h 未満の低速車両が走行車両全体の 3 割程度であったものが、6 割程度に増加した。 

 

図 倉吉地区の通常時と実験中の速度の比較 

 

実証実験ではタペストリーの設置により走行速度の低下について呼びかけを行っていた。走行

速度と当該箇所での他の交通の状況を重ねてみると、車速が 20 ㎞未満の場合に歩行者が多い

ことがわかる。 

 

 

図 実験中の速度分布と路上駐車・歩行者の有無 

 

宮崎の広島通りにおいても、平常時に比べて実証実験期間中では走行速度 20 ㎞/h 以下の車

両が増加していることが確認できた。特にバナーとプランター双方を設置した広島通りでは 20 ㎞

/h 以下の車両が 9 割を超えている。 
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②にぎわいの向上効果 

●滞留状況の比較：道路空間の自由な歩行についての検証・課題 

にぎわいの向上効果として、滞留状況の比較については、今回設置したツールであるフラワー

ポットやベンチなども活用され、全体として人々が安心して、ゆっくり話をしながら歩いている状況

が確認できた。車両の通行時も、同じ空間をうまく共有し、それぞれがお互いを気遣いながら通行

する様子が見られた。また、実験期間中、道路部における歩行者の自由な通行や、立ち止まって

店舗を眺める様子など、単に通過するだけではない、道路空間でのにぎわいの様子なども確認で

きた。 

倉吉地区では、ストリートピアノやプランター・ベンチなどの周辺に人が集まり賑わいを創出して

おり、通り全体として人々が安心して、ゆっくり話をしながら歩いているような様子が見られた。 
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【広島通り・通常時と実験中の比較】

【通常時】HAROW開発後

【実験中】実証・看板設置時

【実験中】実証・看板及びファニチャー設置時

【通常時】HAROW開発後

【実験中】実証・看板設置時

【実験中】実証・看板及びファニチャー設置時

20km/h未満の

低速車両が増加

※【通常時】2025年1月13日・14日（8-18時）

【実験中】実証・看板設置時2025年1月16日・18日（8-18時） 【実験中】実証・看板及びファニチャー設置時2025年1月23日・25日（8-18時）
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アンケート結果でも、来訪者は、まちのにぎわいや静けさ・穏やかさに対して半数程度が良くな

ったと回答しており、沿道協力者では 20～30％が同様の回答をしている。いずれも安全性やまち

の歩きやすさに対する評価が高いが、居心地の向上についても一定の評価がされている。 

 

宮崎の広島通り地区においても、実証実験を行っていないときと比較して歩行者・自転車・車い

す利用者の交通量は増加している。 

 

図 実験実施前後の歩行者等の変化 
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アンケートでも、歩行者、周辺住民ともに、実証実験の実施によって半数以上がまちのにぎわ

いが向上したと回答している。 

 

 

図 にぎわいの向上効果 

 

 

図 以前の状況と実験実施時の状況変化 

 

 

③市民・関係者への意識醸成効果 

来訪者や沿道商業者・住民などへの実証を通じた意向把握の結果として、「出会いの空間」に

対する有効性についての意識が確認できた。 
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図 倉吉白壁土蔵群地区アンケート：今回の取り組みに対する意向 

 

図 宮崎広島通りアンケート：今回の取り組みに対する意向 

 

④出会いの空間（エリア 20）実施上での課題把握 

● 取り組み実施上の課題・障壁など 

実施主体へのヒアリングから、以下の課題対応・障壁などについて整理することができた。 

➢ 今年度の実験では路上看板の設置が認められないことになり、実施が難しいかと思

われたが、京都での地域が実施した事例を本プロジェクトから市役所に紹介したこと

をきっかけに、警察協議で「民地であり住民主体であれば警察は関与しない」との見

解からタペストリーが実施できた。 

➢ 現在の運用では、道路占用での運用は難しく、今回も、日中の設置に限定して道路

使用許可のみで実施した。中心市街地の活性化計画に記載して道路占用の特例を

もらうことが考えられるが、本来であれば、付属物として道路管理者が設置するよう

なものにしていくのが良いと考える。 

➢ 走行速度抑制については、警察からは、実証実験であるため許可を得ることができ

た。（恒常的な実施については確認していない）。 

来訪者 沿道協力者 
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➢ デバイス（フラワーポット）の設置については、警察より、設置に対しては特段意見は

なかったが、車に限らず歩行者や自転車に対しても視認性を高めるために、目立つ

ように、ファニチャーの高さを出すことと、実験ではコーンを置くように指導があった。 

 

(4) 「出会いの空間」の実装に向けた障壁・課題 

【障壁】 

今回の実験を通じて、日本の道路の速度規制は、通達上、時速 20km の設定が認められてい

ないため、歩行者や他のモビリティとの折合いがつけれる速度設定ができず、実験段階であって

も、地元の警察署内の判断により、2 年目からは、道路上での看板による 20 ㎞/h 規制の表示が

実施できなかった。現行の１種から４種までの道路は自動車中心の規定になっており、法令上、

車道空間を歩行者が自由に歩ける「歩車共生」の選択肢がなく、実施主体へのヒアリング、実証

実験の計画調整などを通じて再確認された。継続的に歩車共生の空間を確保するための具体の

ツールの導入や施策実施には、多くの課題があることも明らかになった。 

 

【課題】 

「出会いの空間」の実装に向けた課題として、国内法制度が整備されていないこともあり、地域

の実情や担当者によって現行法制度に関する多様な解釈の余地があるため、実験の実施に関す

る調整ポイントが地域ごとに異なる点が抽出された。例えば、道路使用や道路占用の規定・解釈

が地域ごとに異なるため、看板やプランター等の速度抑制や賑わいを醸し出すツールを、柔軟に

設置できなかった。具体的には、夜間においてプランターに起因する事故があった場合の責任所

在が制度上未整理であるため、プランターの常設の道路占用に反対されたり、歴史的地区などで

景観保全の規定や運用が過度に優先され、出会いの空間の取り組みが抑制される場合があった。

一方で、賑わい創出に向けて、周辺景観を配慮したデザインでのツール設置を実施しようとしても、

安全対策が過度に優先され、美観を損ねた形で実施せざるを得ないことがあり、これらの調整が

効果的に施策を進める上でのポイントとなることが分った。 
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3.5 今後の研究開発計画の概要 

3.5.1 地域モビリティ資源の実情把握 

今年度は広島通りを利用するモビリティ資源を把握するにあたり、動画撮影調査（ナンプレ調査、

屋号調査から得た企業情報を参考に複数企業へのヒアリング調査を継続する。また、中心市街

地における既存公共交通を含めたモビリティの整理、モビリティ資源を運行する企業等を把握す

るエリアや対象を拡大し、調査、分析手法の手引きの検討に着手する予定である。 

また、今年度に開発した広島通りにおける交通行動や交通特性を効率的に把握する解析シス

テム TRAVIC3m 版をベースに、AI の開発動向を調査した上で、賑わい空間や人々の交流の視点

から評価を行う機能について検討する。 

 

3.5.2 スマート・モビリティ・サービスの障壁調査 

これまでの成果として、プレイヤー側へのヒアリングを進め、プレイヤー目線での法制度・慣習

上の障壁を抽出・整理してきた。ステージゲートまでには、障壁の内容について、背景や発言の意

図とともに、国内外の動向、障壁を工夫して乗り越えた（回避した）事例などを運行モードごと等で

整理することを想定している。さらに、そのうちピックアップしたいくつかの代表的な障壁について、

関係省庁など法制度作成・運用側の立場の方々へのヒアリングを行い、障壁の深度化に取り組

んでいくことを想定している。なお、ガイドラインで対象としている都市の規模感や導入されるモビ

リティの種類をふまえ、ガイドラインと関連の深い障壁事項については特に焦点を当て、該当する

法制度・慣習の改善の方向性を明らかにする他、国内外の動向、障壁を工夫して乗り越えた（回

避した）事例を研究し、ガイドラインへ反映する。 

 

3.5.3 地域モビリティ診断ガイドラインの調査・モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポート（計

画指針）の作成と日本初リ・デザイン指標の開発 

日本初リ・デザイン指標については、今年度は包括レビューを踏まえて網羅的に指標の整理を

実施したところであり、次年度はコアとなる指標を設定して、特定の都市を対象に実際に指標の

計測を行う。算出した結果について、当該自治体の担当者に提示し、指摘を経て改善を行う。な

お、集計した指標は後述するダッシュボード上で可視化されるように連携を図る。 

地域モビリティ診断ガイドラインの調査については、今年度までに開発したダッシュボードのプ

ロトタイプをベースに、指標の追加、操作性の改善等を行い、Web ベースで可視化されるダッシュ

ボードを開発する。開発したダッシュボードは自治体の交通政策担当者等に提示し、操作体験を

通じて交通政策の立案等への活用にあたっての留意事項等のフィードバックを得る。2026 年以降

は、自治体担当者等がダッシュボードを活用してモビリティ・サービスのリ・デザインを実践できる

ようにするために、地域モビリティ診断ガイドラインを作成する。 

モビリティ・サービスのリ・デザイン・レポートについては、今年度作成した骨子をもとに、他のコ

ンソーシアムの取り組みを参照し、また、意見交換を実施するなどして、記載内容の充実を図り、

レポート案としてとりまとめる。2026 年度以降、本レポートを様々な行政、交通事業者、モビリティ・



43 

サービスを提供する企業等に提示してフィードバックを得て改善を進める。 

 

3.5.4 地域創生に資する総動員チップスの作成 

今年度までに、筑波大（谷口教授）コンソとの連携により、国内外で収集した情報は「モビリティ

知恵袋」を通じて共有する枠組みを構築することができている。次年度からは、継続的に国内外

の事例情報の収集を行い、チップス情報のアップデートを図る。 

 

3.5.5 タクティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践 

 

最終的には制度改正につなげる流れの一環として、「出会いの空間」の実践にむけ、社会実験

などを通じて実現を目指すユースケース地区における実践を通じた推進課題の知見を蓄積し、そ

の情報を広く展開することで、主旨に賛同し実証する地域などを増やすことで社会的な認知を広

め、必要性に対する機運を高め広める。 

① 国民理解の醸成 

 2025 年度については、2024 年度ユースケース実証実施をおこなった宮崎市において、モビリテ

ィ・サービスのリ・デザインを進める中での「出会いの空間」の有効性等について、宮崎市民や当

該エリア住民及び関係者の理解醸成や認識の共有、他地区への周知を目的としたミニシンポジ

ウムを実施する。 また、「出会いの空間」を実践する地域を増やすこと自体が社会的認知や課題

対応の技術の蓄積につながるため、これらシンポジウムなどを通じて、2026 年度に社会実験など

を実施する地域を増やす働きかけに繋げる。2027 年度については、それら新たな地域事例も踏

まえた、国内での「出会いの空間」の必要性や有効性、実践手法や課題などの理解を深め、認知

を広げるシンポジウムを開催する。 

② タクティカル・モビリティ・リ・デザイン実践についての学びの場の構築、先行事例の蓄積 

実践のための知識・技術の共有の不足については、これから取り組む意欲がある地域、もしく

は可能性のある地域の関係者に対し、これまでの知見を共有する取り組みとして「スローカブルス

クール」の試行を行う。 

また、この施策を有効に実施するためのデバイス類（開発・設置方法）に関する研究や、効果的

な推進方法や周知合意形成方法について研究をおこない、それらをポイント集として纏める。 

 

3.6 他コンソ・他課題・関係省庁との連携状況 

他コンソ・他課題・関係省庁との連携について、以下の通り推進している。 
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表 他コンソ・他課題・関係省庁との連携概要 

連携先  連携分野 連携の内容 

HINT 広島大学コンソ 地域モビリティ診断 

ガイドライン 

・ダッシュボードの仕様に関する意見交換 

・ガイドライン連携に関する意見交換 

 筑 波 大 （ 谷 口 教

授）コンソ 

チップス ・チップスとナラティブの情報収集、海外調

査の連携 

・筑波大コンソの「モビリティの知恵袋（仮）」

を通じたチップスの公開 

・フィールドビジット企画の連携 

 名古屋大コンソ 地域モビリティ資源

の実情把握 

・名大コンソのフィールドである高蔵寺 NT

におけるモビリティ資源調査の連携実施 

・西尾フィールドでのモビリティ資源調査の

意見交換 

スマモビ 東大コンソ 国際連携 ・取り組みの対外 PR 

・IAB 活動の連携実施 

 筑 波 大 （ 鈴 木 教

授）コンソ 

地域モビリティ診断 ・つくばフィールドでの連携の意見交換 

 JARI コンソ リ・デザイン指標 ・健康関連指標の連携の意見交換 

 オリコンコンソ タクティカル ・宮崎フィールドでの連携の意見交換 

行政 国土交通省 

総合政策局 

リ・デザイン・レポ

ート 

・リ・デザイン・レポート等の取り組み全般に

関する意見交換 

 経済産業省 

製造産業局自動

車課 

チップス ・海外チップスに関する意見交換 

 国土交通省 

都市局 

ガイドライン ・ガイドラインに関する意見交換 

国際機関 ITF（OECD） リ・デザイン・レポ

ート 

・共同研究の実施 

 FIA リ・デザイン・レポ

ート 

・海外状況に関する意見交換 

 POLIS チップス ・海外状況に関する意見交換 

 欧州委員会 ガイドライン ・リ・デザインガイドラインに関する意見交

換 

 ISO TC286 チップス ・国際標準化に向けた取り組みの支援、連

携 
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3.7 コンソ外機関等における貢献状況 

本コンソの内、運輸総合研究所、日本交通計画協会が実施しているタクティカル・モビリティ・サ

ービスのリ・デザインの実践研究開発のため、宮崎市および倉吉市からは、出会いの空間の実証

実験の共同計画作成、実証実験効果把握の共同実施、効果とりまとめの協力、本格実装に向け

た技検討術協力に、また、加えて宮崎市からはモビリティ総資源把握のための調査協力に貢献し

ていただいている。 

貢献の具体の一例としては、連携先の自治体（倉吉市、宮崎市）と一緒に「出会いの空間」の実

証実験の計画の策定、実験の運営、効果計測、効果とりまとめを共同で計画・実施したなど、タク

ティカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践の課題把握や実装に向けたポイントの抽出に

対し企画段階から伴走していただいている。これにより、単に実験結果を共有いただくだけでなく、

実装にむけた課題や障壁についての把握や対応方策についての検証などの実フィールドの意見

を反映するこができている。 

また、自治体のみならず、沿道の事業者などからも今回の SIP での取り組みに理解が得られ、

ビジョンを共有できた商店街組織（宮崎市広島通繁栄会）の主要メンバーの周辺店舗や、沿道の

再開発の敷地内において、今回の実証分析のための計測機器の設置など積極的な協力をいた

だいてる。 

他方、連携先の自治体においても、本研究からの助言や、研究開発の成果を活用し、実運用

にむけた計画推進や施策判断を推進することができている。 

例えば、宮崎市においては、このさき広島通りで実施を予定する電線類の地中化事業の実施

を予定しているが、その際の街路空間の再編の計画検討や、技術仕様の参考として今回の実証

の結果を踏まえた計画検討が進められており、今回の実験検証を踏まえ、令和 7 年 3 月に、「広

島通りの賑わい創出や居心地の良い魅力的な空間の創出」に向けた整備の基本方針として「広

島通り再整備基本方針」が示された。 

   ■「広島通り再整備基本方針」 

また、沿道地域の商業者や組織などからこの取り組みの有効性を理解したまちづくりの機運の

高まりなどを確認することができた。すでに、沿道の再開発では、沿道開発（HAROW）の主体がモ

ビリティデザインを意識したバス停留所の新設整備を自ら実施するなど地域への波及効果がでて

きている。 

倉吉市では、今回のエリアを取り巻く全体的な取り組みとして「令和６年度共創・MaaS 実証プ
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ロジェクト「打吹つながるモビリティ共創プラットフォーム」の組織体を立上げ、その中で、SIP タクテ

ィカル・モビリティ・サービスのリ・デザインの実践の取り組み成果も反映した形で検討が進んだ。 

 

 

 

 

 

■倉吉市での共同実験の様子 

 （2024年 10月） 

■宮崎市での共同実験の様子（2025年 1月） 


